
論

貌
公
共
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
及
び

議
会
の
機
能
位
相

(
三
)

竹

尾

隆

目

次

1
、
行
政
部
政
党
の
優
越
性

9

最
高

の
立
法
者
と
し
て
の
大
統
領

口

政
党
指
導
者
と
し
て
の
大
統
領

(以
上
、
第
二
十
二
巻
第

一
号
)

五
、
原
理
と
利
益
の
妥
協

H

沿
革

ω

大
統
領
-
原
理

(以
上
、
第
二
十
三
巻
第

一
号
)

㈲

議
会
ー
利
益

(
一
部
以
下
次
号
)

ω

実
業
代
理
機
関
と
し
て
の
議
員

㈲

「走
り
使
い
」
と
し
て
の
議
員

O

方
法
と
限
界

ω

現
代
公
共
問
題
の
特
質

②

公
共
問
題

の
解
決
様
式

㈹

問
題
解
決
様
式
の
限
界
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②

議
会
i
利
益

(
1

)

由

来
、

ア

メ
リ

カ
議
会

は
、

次

の
二

つ
の
位
相

に
お

い
て
、

小

州
や

郡
部

の
利
益

を
過

重

に
、

代
表

す

る
と

指
摘

さ
れ

て
き

た
。

第

一
は
、

上
院

に
お
け

る
小
州

の
過

剰
代

表
性

で
あ

る
。

ア

メ
リ
ヵ
合
衆

国
憲

法
第

一
条
第

三

節

一
項

に
よ

る
各

州

に

一
律

二
名
と

い

う
各

州
間

に

お
け

る
人

口
隔

差

を
捨
象

し
た
上
院

議
席
数

の
法
制

的

な
配

分
様
式

が
、

こ
れ

に
当

る
。

こ

の
様
式

に
し
た
が

う

な
ら
ば

、

一
九

八
五

年

の
時

点

で
、

ア

メ
リ
カ
全
人

口
の
僅

か
二

・
六

四

%
を

占

め

る
に
す

ぎ

な

い
人

口
稀
薄

な

九
州
ー

ワ
ィ

オ

、、、
ソ
グ
、

ア

ラ

ス

カ
、

ヴ

ァ
ー

モ

ソ
ト
、

デ

ラ
ウ

ェ
ア
ー
、

北
ダ

コ
タ
、
南

ダ

コ
タ
、

モ

ン
タ
ナ
、

ネ
ヴ

ァ
ダ
、

ロ
1
ド

ア
イ

ラ

ソ
ド
ー

の
選
出

議
員

の
投

票

と
、

全

人

口

の
五

一
・
三

八
%

の
過

半
数

を
構

成
す

る
最

も
人

口
稠

密

な
九
州
ー

カ

リ

フ

ォ

ル

ニ
ア
、

ニ
ュ
ー

ヨ
1
ク
、

テ
キ

サ
ス
、

ペ

ソ

シ

ル
ヴ

ェ

ニ
ア
、

イ

リ

ノ
イ
、

フ

ロ
リ
ダ
、

オ

ハ
イ
オ
、

ミ

シ
ガ

ン
、

ニ

ュ
ー
ジ

ャ
ー
ジ

ィ
ー

の
選
出

議
員

の
投
票

と

は
、
完

全
な

　
　

　

等
価

な
も

の
と

し
て
交
換

さ

れ

る
。

こ

の
よ
う
な

状
況

は
、

か

つ
て
、

イ

リ

ノ
イ
州

選
出

の
進
歩

的

な
民

主
党

元
上
院

議
員

P

.
H

・
ダ

ク
ラ

ス

(評
巳

題

0
8
㈹
一鋤。・)
が

指
摘

し

た
よ
う

な
、

「
全

人

口
の

一
六
分

の

一
が
、

上
院

議
員

の
過
半

数

を
制

し
、

全

人

口
の
過

半
数
が

、

(
3

)

上
院
議
員
全
体

の

一
六
分

の

一
を
擁
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
」
と

い
う
状
況
を
、
鮮
や
か
に
蘇
ら
せ
る
。
単
純
計
算

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

最
も
人

口
稀
薄
な
二
六
州
が
、
上
院
全
議
席

の
五
二
%
を
保
持
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
人

口
の
過
半
数
が
居
住
す

る
最
も
人

　
　
　

口
稠
密
な
九
州
が
、
全
上
院
議
員

の
僅

か

一
八
%
を
選
出

し
得
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
故
に
、

上
院
議
員

一
人
当
り

の
住
民
代
表
能
力
の

一
点

に
視
線
を
向
け
る
な
ら
ぽ
、
小
州

の
代
表
が
上
院

に
お
け
る
支
配
権
を
掌
中

に
収
め
、
少
な
か
ら

ぬ
影
響
力
を
揮

い
、
大
州

の
代
表

ハら

　

は
、
彼
ら
に
よ

っ
て
統
御
さ
れ
、
拘
束
さ
れ
る
と

い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

確
か
に
、

上
院
議
員
が
各
州
議
会

に
よ

っ
て
間
接
的

に
選
挙
さ
れ
、
さ
ら

に
、
各
州

の
人

口
が
比
較
的

に
小
規
模

で
あ

っ
た
時
代
に
は
、

上
院
は
、
棉

花
、
鉄
道
、

タ
バ

コ
の
よ
う
な
主
要
な
地
域
利
益

の
代
弁
者

か
ら
構
成
さ
れ
る
会
議
体

で
あ

る
と

い
う
、

そ
の
根
底

の
構
図
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が
、
そ
こ
に
、
明
確
な
描
線

に
よ

っ
て
刻

み
こ
ま
れ

て
い
た
。

し
か
し
、
今
日
に
お
け
る
大
部
分

の
州

は
、
高
度

に
発
達
し
多
様

に
変
化

し
た
自
己

の
経
済
状
況
を
誇
示
し
て
い
る
。
多
く

の
州
に
お
け

る
選
挙
民
全
体
は
、
人
種
的
、
民
族
的
、

そ
し
て
、
社
会
的
な
多
様
性
を

(
6
)

表
出

し
、
彼

ら

は
、

「
全

国
民

の
縮

図
」

(巳
。さ
8
・・ヨ
。・
鼠

芽
①
≦
ゲ
。
δ

ま
臨
9
)
を
形
づ

く

っ
て

い
る
。

こ

う

し

た

こ

と

か
ら
、

過

去
三
〇

年

の
間

に
、

上
院

は
、

下
院

よ
り
も
、

遙

か

に
忠
実

に
、

国
民

の
間

に
お
け

る
人

口
統

計

学

上

の
趨
勢

を
、

反
映

す

る

に
至

っ
た
。

こ

の

た

め
、

今

日

の
州
全

体

に
お

け

る
選

挙
民

の
規

模

の
増
大

と

多
様
性

の
進

行

と

は
、

上
院
議

員
選

挙

の
競
争

性
を
、

下

院
議
員

選
挙

の
場

(7

)

合

よ
り
も

、

一
層

、
激

化
さ

せ
る
に

至

っ
て

い
る
。
小

州

と
大

州
と

を
、

人

口
統

計
学
的

な
構

成
態

の
視

角

位
相

か
ら
透
視

す

る
な

ら
ば
、

小
州

と
大

州

と

は
、

構
造

的

に
等
高

線

上

に
あ

る
も

の
と

し

て
映

豫

化
さ

れ

る
。

そ
う

だ
と

し
た
ら
、

小

州

と
大

州
と

は
、

自

己

の
人

口

統
計

学

上

の
実

相
を

、
互

い
に
、

逆

向
き

の
形

で
映

し
合

う
反
射

鏡
と

い
う

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う
。

こ
う

し

て
、

双
方

が
、

互
換

性

の

人

口
統
計

学

上

の
共
通
因

子
を

内
包

し
、

双
方

の
間

に
、

共
通

の
了
解

基
盤

が

成
立

す

る
と

い
う
事

実
が

、

互

い

に
双
方

に
向

か

っ
て
、

自

己

の
専

制
化

へ
の
抑

止
力

と

し
て
作

動
す

る
と

い

っ
て

よ

い
。

第

二

は
、

下
院

に

お
け

る
郡
部

利
益

の
過

剰
代

表
性

で
あ

る
。

合
衆

国
憲

法
第

一
条

第

二
節

第

三
項

に

よ
り
、
各

州

は
、

そ

の
人

口
数

に
関
係

な
く
、

少

く

と
も

一
名

の
下

院
議

員

を
擁

し

て
い

る
。

各

州

に
対
す

る
そ
れ

以
上

の
下

院
議

員

の
配

分
数

は
、

一
〇

年

ご
と

に
行

わ
れ

る
国
勢

調
査

の
人

口
数

算
定

に
基

づ

き
、

各

州

の
人

口
に
比

例

し

て
、
各

州

の
間

に
、

割

り
当

て
ら

れ

る
。
さ

ら

に
、

下

院
議
員

総

数

四

三
五
名

に
、

コ

ロ
ソ
ピ

ア
地

区

(門
嵩
oo陣H晒O締
O
{
∩
)O一目
bPげ
繭顧
)、

グ

ア

ム

(O
轟
臼
)
、

ヴ

ァ
ー
ジ

ソ

ア

イ

ラ

ン
ズ

(<
碁

融

匹
民
。。)、

そ

し

て
、

サ

モ
ア

(ω
麟
目
o帥)

か
ら

各

々

一
名

ず

つ
派

遣
さ

れ

る
議

場

に
お
け

る

投

票

権

の

な

い

代
議

員

四
名
、

同

じ
く
、

プ

エ
ル
ト
リ

コ

(勺
口
①H陣O
剛四凶OO
)
派

遣

の
保

護
領

代
表

(H鼠

腎
巴

O
。ヨ
巳
。・。・幽8
霞
)

一
名

、

以
上

の
計

五
名

が
、

付

加
さ

れ

る
。

一
九

六
〇

年
代

に

お
け

る

一
連

の
画
期

的

な
、

い
わ
ゆ

る
最
高

裁

判
所

に
よ
る

下
院
議

員
選

挙
区

再

区
画
化

命
令

の
判

決
が

下

さ
れ

る

時

点

に
至

る
ま

で
、

下
院

に

お
け

る
郡

部
利

益

の
過
剰
代

表

性

は
、

屡

々
、

激

し

い
論

議

の
的

と
な

り
、

鋭

い
批
判

の
対
象

と

さ
れ

て
き

(253}87



た
。
も
と

よ
り
、
下
院

に
は
、
現
代

の
都
市
工
業
複
合
社
会

に
お
け
る
下
院
議
員
定
数

の
不
均
衡
な
配
分
状
況
を
是
正
す

る
た
め
に
、
各

州

の
立
法
部

に
対

し
て
、
人

口
の
都
市
集
中
現
象
に
相
応
し
た
選
挙
区

の
再
区
画
化

の
実
施
を
強
制
す

べ
き

権

限

が
、

留

保

さ

れ

て

い

る
。
し
か
し
、
現
実

に
、
下
院
が
、

そ
の
よ
う
な
権
限
を
自
発
的

に
行
使
す
る
こ
と
は
、
容
易
に
期
待

し
難

い
と
み
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
議
会
制
度

に
作
用
す
る
力
は
、

国
民
的
利
益

の
中
心
点
か
ら
、
上
下
両
院
議
員

の
そ
れ
ぞ
れ

の
選
挙
区

で
あ
る
五
三
五

に
及

ぶ
様

々
な

(8

)

方
向

に
放
射
さ
れ

る
遠
心
力

で
あ

る
」
と

い
う
、
も

は
や
古
典
的
と
も

い
え
る
評

言
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
議
会
制
度
そ
の
も

の
が
、
偏

狭
な
地
方
主
義

(冨
「。
魯
芭
凶。。ヨ
)
の
強
大
な
影
響
力

の
下
に
立
た
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、

一
九
六

〇

年
代

に

至
る
ま
で
は
下
院
議
員
選
挙
区

の
不
公
正
区
画
化

に
は
、
顕
著
な
も

の
が
あ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

例
え
ぽ
、

イ
リ

ノ
イ
州
で
は
、

一
九
〇

一
年

か
ら

一
九
四
八
年
に
至
る
ま
で
の
凡
そ
半
世
紀
も

の
間
に
、
下
院
議
員
選
挙
区
の
再
区
画

化

は
、

一
度
も
実
行
さ
れ
な
か

っ
た
。

し
か
し
、

一
九
四
八
年
に
至

っ
て
、
よ
う
や
く
再
区
画
化
が
実
施
さ
れ
た
と
き

で
さ
え
、
イ
リ
ノ

イ
州
民

の
半
数
以
上
が
居
住
す

る
シ
カ
ゴ
周
辺
の
都
市
及
び
郊
外
地
域
は
、

こ
の
地
域
を
除
外
し
た
残
余

の
地
域
が

一
五
名

の
下
院
議
員

　　

　

を
割
り
当

て
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
僅

か

一
〇
名

の
議
員
を
配
分
さ
れ

た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

ま
た
、
一
九
六
〇
年
の
国
勢
調
査

は
、
人

口
の
分
布
状
態
と
下
院
議
員
選
挙
区

の
区
画
化
状
況
と

の
間
に
歴
然
た
る
不
均
衡
が
存
在
す
る

と

い
う
明
白
な
事
実
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
、
デ

ト

ロ
イ
ト
市

の

一
部
を
含
む

ミ
シ
ガ
ソ
州
に
お
け
る

一
下
院
議
員
選
挙
区
は
、

八
〇
万
三
〇
〇
〇
名
の
住
民
を
包
含
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
同
州
北
部

に
位
置
す

る
郡
部
地
域
に
所
在
す
る
他

の
下
院
議
員
選
挙
区
は
、

僅
か

一
七
万
七
〇
〇
〇
名
の
住
民
を
有

し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。

こ
の
二

つ
の
下
院
議
員
選
挙
区

の
住
民
は
、
均
し
く

一
人

の
下
院
議
員

(
10
)

に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
下
院
議
員

一
人
当
り

の
住
民
代
表
数

を
、
地
域
別
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、
都
市
地
域
よ
り
も
郡
部
地
域

に
、
圧

ハ
　

ね

倒
的

に
有
利
で
あ
る
。

既
述

の
ダ
グ
ラ

ス
元
上
院
議
員
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

一
九
五
六
年

に
お
け
る
下
院
議
員

一
人
当
り

の
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住
民
代
表
数

の
平
均
値
は
、

三
五
万
で
あ
る
。

こ
の
数
値
を
越
え
る
下
院
議
員
選
挙
区
は
、
す

べ
て
都
市
地
域
に
集
中

し
て
い
る
。
な
か

で
も
、
全
州

一
区
の
下
院
議
員
選
挙
区
を
除
く
人

口
四
五
万
以
上
の
下
院
議
員
選
挙
区
二
七
の
う
ち
、

一
つ
を
例
外
と
し
て
、
す

べ
て
が

都
市
地
域

に
あ
り
、

ま
た
、
人

口
四
〇
万
な
い
し
五
〇
万

の
五
二

の
下
院
議
員
選
挙
区
の
ほ
と
ん
ど
が
、

都
市
地
域
に
偏
在
し
て
い
る
。

(
12

)

さ
ら
に
、
別

の
統
計
に
よ
れ
ぽ
、
同
じ
く
、

一
九

五
六
年

に
、
そ
れ
ぞ
れ
人

口
五
〇
万
以
上
の
都
市
地
域
に
所
属
す

る
、

こ
の
国
に
お
け

る
最
大

の
下
院
議
員
選
挙
区

一
三
は
、
人

口
比

に
よ

っ
て
下
院
議
員

の
定
数
を
割
り
当
て
ら
れ
た
場
合
、
合
計
二
二
名
と
な
る
筈
で
あ

る

の
に
対
し
て
、
現
実
に
は
、
そ

の
割
当
数
は
、

=
二
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
僅
か
な
数
計
に
よ

っ
て
も
、

下
院
に
お
け
る
都
市
居
住
者

の
過
少
代
表
性

の
実
態
が
、
ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
か
を
、

覗
う
こ
と
が

で
き

よ
う
。

も
と
よ
り
、
正
確
な
人

口
比
に
基
づ
く
下
院
議
員
選
挙
区
画

の
公
正
な
配
置
を
完
成
さ
せ
る
作
業

は
、
技
術
的

に
、
決
し
て
容
易
で
は

な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
技
術
的
作
業
は
、

下
院
議
員
選
挙
区
画

の
配
置
権
限
を
保
持
す

る
各
州
立
法
部
に
お
け

る
民
主

.
共
和
両

党
勢
力

の
角
逐
、
強
靱
な
地
域
的
因
襲
、
行
政
区
画
を
横
断
す

る
工
業
ベ

ル
ト
地
帯

の
発
達
、
人

口
の
高
度
な
流
動
性
、
な
ど
、
政
治
、

経
済
、
社
会
、
地
域
、
伝
統
、
な
ど

の
諸
要
因
と
複
雑

に
交
錯

し
微
妙

に
共
鳴
し
合
う
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
理
想
的
な
下
院
議
員
選
挙

区
の
再
区
画
化
が
、
仮
に
、
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
「
議
会
四
季
報
」

(O
。ゆQ器
路
。
コ
巴

ρ
§
H聾
ぐ
)
の
説
く
と

こ
ろ
に

よ
れ
ば
、

一
九
六

〇
年

の
国
勢

調
査

の
結
果
を
基
準
と
し
た
場
合
、
郡
部
な
ら
び

に
郡
部
都
市
混
合
地
域
か
ら
都
市
及
び
郊
外
地
域
に
、
僅
か

一
六
名

の
下

(13

)

院

議
員

が
移

動

す

る

に
す

ぎ

な

い
と

い
わ
れ

て

い
る
。

け
れ
ど

も
、

下
院

に
お
け

る
郡

部
地
域

の
過
剰

代
表
と

い
う
不

公
正

な
事
態

を
放

置

し

て

お
く

こ
と

は
、

民

主

政
治

に
お
け

る
平
等
代

表

の
基

本
原

則

に
照

し

て
、

妥
当

で
な

い
。

事
実

、

一
九

五

一
年

一
月
、

当
時

の
H

・
S

・
ト

ル
ー

マ
ソ

(頴
碧
昌

q6
.
↓
暑
ヨ
碧
)
大

統
領

は
、

議
会

に
対

し
て
、

よ
り
公

正
な

下
院
議

員

選
挙

区

の
再

区
画
化

を
内
容

と

し

た

立
法

の
制

定

を
求

め
る
特

別

教
書

を

送
達

し

て
い

る
。

し

か
し
、

そ
れ

は
、

議
会

に
吹
き

荒

ぶ
狭

隙
な

地
方

生
義

の
影

響
力

の
下

に
圧

伏

c255)8S



さ
れ
、
下
院
議
員
選
挙
区

の
再
区
画
化
と
し
て
、
現
実

に
結
実
す

る
ま
で
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
同
種

の
立
法
は
、

一
九
五
九
年
に
も
提

(14

)

案

さ
れ

た
が
、

こ
れ
も

、
議
会

に
お
け

る
堅
牢

な
地
方

主
義

の
防
壁

に
阻
ま
れ

、

所
期

の
効
果

を
あ
げ

得

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
う
し

て
、

一
九

六
〇

年
代

に
至

る
ま

で
、

都
市

地
域

は
、

下

院

に
お

い
て
、

い
わ

ば
、

組
織

的

・
意

図
的

に
、

過
少

代

褒
を

よ
ぎ

な

く

さ
れ

て

い
た
と

い

っ
て
よ

か
ろ
う
。

こ
れ

は
、

郡
部
利

益
が

普
く

君
臨

し
、

い
わ
ぽ

、
神

格

の
城

に
達

し

て

い
た
そ
れ

ぞ

れ

の
州

立
法

部
が

、

自
己

の
代

表

利
益

の
擁
護

と

い
う

堅
固

な

枠
内

か
ら

脱
却

し
得

ず
、

そ
う

し

た
観
点

か
ら
、

下
院
議

員
選

挙

区

の
再

区
画
化

の
要

求

に
対

し
て
、
厳
格

な
制
肘

を
加

え

た

こ
と

の
結
果

に
ほ
か
な

ら
な

い
。
E

・
E

・
シ

ャ
ツ
ト

シ

ュ
ナ
イ
ダ

ー

(巴
日
.民
陶
円一。
ω
。ゴ
塑暮
。。畠
ロ。一,

(
15

)

山
①
H
)
は

、

こ

の
点

に

つ

い

て
、

次

の

よ

う

に

い

う
。

「
不
幸

な

こ
と

に
、

人

口
の
再
配

置

(邑

8
9。
ぎ
旨
。な

。
旦

⇔
ぎ

昌)
は
、

人

口
配

分

(℃
。℃
ロ
一卑
凱
。
昌
融
・。伸.凶げ
露
ぎ
昌
)
の
旧
来

の
形
態

の
代

弁
者

と

し
て
、

時

世

に
置

き
忘

れ

ら
れ

た

(げ
尊

器
山
砕
団
)
州

立
法

部

の
権

能

に
、

付

託
さ

れ

て

い
る
。

ア
メ
リ

ヵ
国
民

は
、

未
来

に
向

っ
て

前
進

し

つ
つ
あ

る
。

こ
れ

に
反

し
、

州

立
法
部

は
、

彼
ら

が
背

後

に
置

き
去

り

に
し

て
き

た
と

こ
ろ

の
人

々
の
掌
中

に
、

陥

っ
て

い
る
」
。

こ

こ

に
明

ら

か
な

よ
う

に
、

一
世
代

な

い
し

二
世
代

以
前

に
お
け

る
郡
部
優

位

の
諸

州

の
濃

い
影
が
、

下

院
議
員

選
挙
区

の
再

区

画
化

(
16

)

権
能
を
固
く
掌
握
し
て
い
る
、
都
市
優
位

の
時
代
に
お
け
る
諸
州

の
立
法
部

の
な
か
ま
で
、
奥

深
く
揺
曳
し
て
い
る
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、

一
九
六
〇
年
代

に
突
入
す
る
と
と
も
に
、
最

高
裁
判
所
は
、
選
挙
区

の
再
区
画
化
問
題

に
つ
い
て
、
積
極
的

に
局
面

の
打
開

(
17
)

を
図
り
は
じ

め
た
。

一
九
六
〇
年
代

に
至
る
ま
で
は
、
人

口
比
な

い
し
政
党
勢
力
比
を
直
写
す

る
立
法
部

に
お
け
る
代
表

の
確
保
を
求
め
る
都
市
部
投
票
者

及
び
少
数
者
政
党

の
要
望

に
対
す
る
唯

一
の
可
能
な
救
済
機
構
は
、
裁
判
所

の
判
決
を
措

い
て
他

に
な

か

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
裁
判
所
は
、

(
18

)

こ

の
問
、
そ
う
し
た
係
争
問
題

の
圏
域

に
立
ち
入
り
、

こ
れ
に

つ
い
て
判
決
を
下
す

こ
と
を
、
一
貫

し
て
、
拒
絶
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な

裁
判
所

の
不
干
渉
主
義

の
最
も
鮮
明
な
表
示
が
、
下
院
議
員
選
挙
区
に
お
け

る
最
大
人

口
数
と
最
少
人

口
数

と
の
隔
差
が
八
〇
万
を
越
、兄

sa(256)



公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相(3)

て
い
た
イ
リ

ノ
イ
州

に
対

し
て
、
下
院
議
員
選
挙
区
の
再
区
画
化
を
命
ず

る
こ
と
を
拒
絶

し
た
、

一
九
四
六
年

の

コ
ー

ル
グ

ロ
ー
ヴ
事
件

(
19

)

(O
。
誌

δ
<
。
〈
.
O
器
窃
)
で
あ

る
。

当
該

判

決

に
お

い
て
、
最

高
裁

判

所

は
、

四
対

三

の
投

票

に
よ
り
、
下

院
議

員
選

挙
区

の
再

区

画
化

に

関
す

る
訴
訟

を
、

却
下

し
た
。

F

・
フ

ラ

ソ
ク
フ

ァ
ー

タ
ー

(岡
①賦
図
軍
窪
竃
霞
8
N)
裁

判

官

は
、
当
該

判
決

に
お
け

る
多
数

意
見
を

代
表

し
、

大

要
、
次

の
ご
と

く
述

べ
て

い
る
。
す

な

わ

ち
、
下

院
議

員
選

挙

区

の
再

区

画
化
問

題

は
、

高
度

の
政
治

性
を
帯

び

た
、

司
法
判

断

に
な

じ

ま
な

い
領

域
を

構

成
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
裁

判
所

は
、
こ

の
よ
う
な
係

争
領

域

に
介

入
す

べ
き

で

は
な

い
。

「
裁

判
所

は
、

こ
う

し
た

(
20

)

政
治

的
繁

み

に
分
け

入

る

べ
き

で
は
な

い
」
。
当

該
係

争
領

域

は
、
州

立
法
部

に
よ

っ
て
処

理
さ

れ

る

べ
き

分
野

で
あ

り
、
裁

判
所
が

「
政

党

間

の
争

闘
」

(℃帥
同な

6
0昌
叶①oα冨
)
を

裁
定
す

る

こ

と

は
、

賢
明

で

は
な

い
。
「
選

挙
区

画

の
不
公

正
配

分
を
是

正
す

る
た

め

の
救

済

策

は
、

(21

㌔

選
挙
区
画

の
公
正
な
配
分
を
州

に
確
実

に
行
な
わ
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
議
会

の
潤
沢
な
権
力

に
訴
え
る
か
、

こ
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
」
。

こ
う
し
て
、
選
挙
区
画

の
不
公
正
配
分
に
関
す

る
救
済
は
、
そ
う
し
た
不
公
正
配
分

の
是
正
の
請
求
者
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
不
公
正
配

分

の
犠
牲
者

で
も
あ

る
人

々
自
ら

の
救
済

へ
の
意
思

と
決
断
と

に
基
づ
く
、
彼
ら
自
身

の
投
票
行
為

の
結
果

に
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

す

る
司
法
論
理
の
不
自
然

か
つ
苛
酷
な
円
環

の
な
か

に
、
久
し
き

に
わ
た
り
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、

一
九
六
〇
年
代

に
至

る
ま
で
、
多
く

の
州

に
お
け
る
下

院
議
員
選
挙
区
は
、
当
該
選
挙
区
間
に
人

口
数
が
総
体
的

に
不
均
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
と

い
う
意
味

に
お
い
て
、
不
均
衡

に
区
画
化
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
司
法
論
理

の

《自
ら

の
手
で
自
ら

の
救
済

へ
》
と

い
う
循
環
軌
道

は
、

一
九
六
〇
年
代
に
、

ほ
か
な
ら
ぬ
最
高
裁
判
所
自

身

に
よ

っ
て
断
ち
切
ら
れ
た
。
以
下

に
、

一
九
六
〇
年
代

に
お
け

る
選
挙
区
画

の
配
分
に
関
す
る
最
高
裁
判
所

の
判
決
を
瞥
見
す
る
な
ら

ば
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

そ

の
第

一
は
、
州
立
法
部
議
員
選
挙
区

の
再
区
画
化
が
、

司
法
審
査

の
屠
外

に
あ

る

《
政
治
的
問
題
》
(2
ま
。舘

臼
。・・9
琶

と

い
う

禁
域

に
属
す

る
の
で
は
な
く
、
憲
法
修
正
第
十
四
条

の

「
平
等
保
護
」
条
項

の
下

で
最
高
裁
判
所

に
よ
る
審
査

の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
界

(257)91



(
22

)

域
内

に
所

在
す

る
旨
明

示
し

た
、

一
九

六

二
年

の
ベ
イ

ヵ
1
事
件

〔詔

パ
①噌
く
・
()伽
門村
(μ㊤①
bこ)
〕

で
あ

る
。

テ
ネ

シ
ー
州
憲

法

は
、

各

郡

に

お
け

る
平

等
な
有

権
者
数

に
基

づ

く
代

表
制

を
命

じ

て

い
る

に
も

か
か
わ

ら
ず
、

テ
ネ

シ
ー
州

立
法

部

は
、

実

に
六
〇

年
も

の
間
、

一
度

も
、

州

立
法
部
下

院
議

員
選
挙

区

の
再

区

画
化
を

行
な

わ
な

か

っ
た
。

こ

の
た

め
、

僅

か
二
三

四
〇
名

の
有

権

者
が
居

住
す

る
郡
が

一
名

の
州

立
法
部

下

院
議

員
を
選

出
す

る

の

に
対

し
て
、

三

一
万

二
二

四
五
名

の
有

権

者
を
擁
す

る
別

の
郡

は
七
名

の
議

員
を
選

出

し
得

る

に

(23

)

す

ぎ
な

い
と

い
う
、

に
わ

か

に
信

じ

難

い
奇
異

な
事
態

が

現

出
す

る

に
至

っ
た
。

こ

の
よ

う
な

州

立
法

部
下
院

議
員
選

挙
区

の
絶

対

的
な

不
均
等

配
分

状

況
が

成
立
す

る
に
及

ん

で
、
し口
算
霞

と
呼
ぼ

れ

る

一
有

権
者

が

、

テ

ネ

シ
ー
州

の

留

臼
卑
碧
罵

鼠

鱒
卑
Φ

の

O
伽
昌

を
被

告
と

し

て
、

自

己

の
憲

法

上

の
権

利
が

侵

害

さ
れ

た

こ
と
を

理
由

に
、
訴

訟

を
提
起

し
た
。

こ
れ

に
対

し

て
、

最
高

裁
判

所

は
、
州

立
法

部

に
お
け
る
選

挙
区

画

の
不

公
正
配

分

の
放
置

は
、

法

の
平

等

の
保

護
を

享
有

し
得

る
少

な
か
ら

ぬ
市

民

の
権

利

を
侵
害

す

る
も

の
で
あ

る

と
裁
定

し
、

州

立
法
部

下

院
議

員

選

挙
区

の

境
界

線

は
、

各

当
該

選
挙

区
内

の

人

口
数

が

《
相
当

程

度
、

平

等
》

(「窃
。。8
餌げ
ζ

。ρ
口印
一)

(
24

4

で
あ

る

よ
う

に
、
引

か
れ

ね
ば
な

ら

な

い
と
、

判
示

し
た
。

こ

の
判

決

に
よ
れ
ぽ

、

裁
判

所

は
、

選

挙
区

画

の
配

分

を
精
査

し
、

か

つ
、

(
25

)

そ

の
配

分
結

果

の
公
正

を
確

保
す

べ
き

権

利
を

保
有
す

る

こ
と

に
な

る
。

第

二
は
、

《
一
人

・
一
票

》

原
則

(.、8
①
日
β

。
・。
〈
。
g
..
嘗

・。畳
①)

の
地
方

選

挙

へ
の
適

用
を

宣
言

し
た

一
九

六
三
年

の
グ

レ
イ
事

戸
26
)

件

〔O
噌醸

く
・
oo
餌
巳

。誘

(お
o
ω)
〕

で
あ

る
。

い

う

と

こ

ろ

の

《
一
人

・
一
票
》
原

則

と

は
、

選
挙

区

画

は
人

口
を
算

定
基

礎

に
厳
密

に

配
分

さ
れ

ね
ば

な

ら
な

い
と
す

る

一
連

の
最

高
裁
判

所

の
判

決

の
な

か

に
言

明

さ
れ

て

い

る

法
原

則

(≧

Φαq巴

℃
旨

書

8
)
で
あ

る
。

《
一

人

・

一
票
》

と
は
、

選

挙
さ
れ

た
各

立

法
者
が

、

同
種

の
他

の
そ

れ
ぞ

れ

の
立
法

者

と
同
数

の
人

々
を
、

代
表

し
な

け
れ
ば

な

ら

な

い
と

い
う

こ
と
を
意

味
す

る
。

こ

の
こ
と

は
、

同
時

に
、

各

投
票

者

の

一
票

が
、

他

の
各

々
の
投

票
者

の

一
票

と
、

そ

の
価
値

の
比
重
を
等

し

く

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と
を
、

含
意

す

る
。

こ
う

し
た
意

味

に
お
け

る

《
一
人

・

一
票
》

原

則

に
準
拠

し
な

い
選

挙
区

画

の

(27
)

配
分
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
憲
法
修
正
第

一
四
条

の

「
平
等
保
護
」
条
項

に
違
反
す

る
も

の
と
さ
れ
る
。

92(258)
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第
三
は
、

《
一
人

・
一
票
》
原
則
の
適
用
範
囲
を
州
立
法
部
上
下
両
院
議
員
選
挙
区

に
ま
で
拡

大

し

た

一
九
六
四
年

の
レ
イ
ノ
ル
ズ
事

件

〔

(器
)

寄

巻

。
匪

く
.
Q巾
ぎ

。。
σ
零
ω
)〕

で
あ

る
・

当

華

件

の
判
決

は
、

二
院
制

の
州

妾

部

に

お
け

る
両

院

の
議
塵

、

可
能

な
限

り
、

平
等
な
人

口
を
基
礎

に
配
分
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な

い
旨
、
判
断
し
た
。
当
該
判
決

の
な
か
で
、
最
高
裁
判
所
は
、
州

は

「
実
行
可
能
な
限
り
、

ほ
ぼ
同
数

の
人

口
を
有
す

る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
立
法
部
の
両
院

に
お
け
る
選
挙
区
を
構
成
す

る
た
め
に
、
偽
り

の
な

い
誠
意
あ

る
努
力
を

行
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
」

と
述

べ

て

暴

・

同
時

に
・
E

・
ウ

ォ
↓

ソ

(竃

≦
ー

裁

判
叢

、
「
立
法
者

は
、
人
髪

袋

す
る

の
で
あ
り
、
木
や
土
地
を
代
表
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。

立
法
者

は
、

ま
た
、
投
票

に
よ

っ
て
選
挙
さ
れ

る
の
で
あ

り
、
農
地
や
都
市
や

経
済
的
利
益

に
よ

っ
て
選
ぼ
れ
る

の
で
は
な

い
」
と
、
州
立
法
部
選
挙

に
お
け
る

《
一
人

・
一
票
》
原
則
の
貫
徹
を
、
改

め
て
確
認
し
て

鳳
肥
。

し
か
し
・
他
方
・

ウ

ォ
ー
レ
ソ
裁
判
長
は
・
「
州
立
法
部
議
員
選
挙
区

の
各

々
が
同
数

の
住
民
も
し
く
は
市
民
あ

る

い

は
投
票
者

を
有
す
る
よ
う
に
州
立
法
部
議
員
選
挙
区
全
体
を
編
成
す

る
こ
と
は
、
現
実

に
不
可
能

で
あ
る
。
数

学
的
な
精
密
性
や
正
確
性
は
、

ほ
と

ハ
　

　

ん
ど
、

実

行

可
能

な
憲

法

上

の
要
件

と

は
な

り
得

な

い
」

と
判

示
す

る
。

こ
れ

故

に
、

当
該

判
決

の
結

果
、

選

挙
区

画

の
配

分

計
画
を

構

成
す

る

に
際

し

て
、

州

は
、

《
合

理
的

な
州

政
策

》

(..『m
諏
8
巴

・。翼
①
℃
島
β
.、)
の

一
環

と

し

て
、

数

学
的

均
等
性

以
外

の
幾

つ
か

の
関

連

諸

要
因

及
び
関

連

諸
利

益
を
、

当

然

の
こ
と

な
が

ら
正

当

に
考
慮

す

る

こ
と

に
な

る
で
あ

ろ
う
。

従

っ
て
、

選

挙
区

の
再
区

画

化
計

画

は
、

重

大
な

不
均

等
が

人

口

に
生
じ

な

い
限
り
、

選

挙
区

の
作
成

に
当

り
、

郡

・
市

の
境

界
線

の
ご
と
き

政

治
的

再

分
単

位

の
境

界

線
を
、

当

(
32

)

然
、
活
用
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

第
四
は
、
連
邦
下
院
議
員
選
挙
区

の
各

々
に
お
け
る

一
票

の
価
値

は
実
質
的

に
平
等
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
、
《
一
人

.
一
票
》

原
則

に
基
づ

く

連

邦
下
院

議
員
選

挙

区

の
再

区
画

化
を

命

じ

た

一
九

六
四
年

の

ウ

エ
ス
バ

リ
1
事
件

〔芝

Φ
。・冨

塁

く
・
留

巳

Φ
携

(目⑩
忠
)
〕

で
難

・

ウ

エ
ス
パ
リ
ー
事
件
は
・
ジ

ョ
↓

ア
州

ア
ト
ラ
ソ
タ
市

の

一
下
院
議
員
馨

区

に
居
住
す

る
市
民

〔
ジ

・
↓

ア
州
上
院

に

勤

務

す

る

J

・
P

・
ウ

ェ
ス
バ

リ

ー

(智
日
窃

"

≦
.Φ
。。げ
Φ
鴫
ざ

圏

・)
が

、

ジ

ョ
ー

ジ

ア

州

の
下

院

議

員

選

挙

区

全

体

に

お

け

る
人

口

の

不

(2v9)93



均
等
分
布
を
理
由
と
し
て
最
高
裁
判
所

に
訴
訟
を
提
起

し
た
事
件

で
あ

る
。

当
該
事
件
に
お

い
て
、

最
高
裁
判
所
は
、
「
下
院
議
員
選
挙

94

区

を
数

学
的

な
精

密

さ

で
画
定
す

る
こ
と

は
、

必

ら
ず

し
も

可
能

で
は

な

い
」

と
認

め

つ
つ
も
、

他

方
、

そ

の
こ
と

は
、

「
均

し

い
数

の

醐

人
民
を
均
し
く
代
表
す

る
こ
と
を
下
院

の
基
本
目
標
と
定

め
た
合
衆
国
憲
法

の
明
白
な
目
的
を
無
視
す
る
た
め
の
弁
解

と
は
、
決
し
て
な

ω

(
謎
)

り
得

な

い
」

と

い
う
判

断
を

示

し
た
。

こ

の
判
断

を
承

け

て
、

ジ

ョ
ー
ジ

ア
州

立
法

部

は
、

州
内

に
お
け

る
各
下

院
議

員
選
挙

区

の
人

ロ

バ
あ

　

が
可
能
な
限
り
均
し

い
よ
う

に
、
下
院
議
員
選
挙
区
全
体

の
境
界
線

を
引

か
ざ
る
を
得
な

い
状
況

に
、
追

い
こ
ま
れ
た
の
で
あ

る
。

H

・
ブ

ラ

ッ
ク

(鵠
ロ
σq。
bd
響

r)
裁
判
官
は
、

当
該
判
決

に
お
け
る
多
数
意
見
を
代
表
し
、
「
も
し
我

々
が
、
州
立
法
部
は
、
下
院
議
員

の
選
挙

に
当

っ
て
、
少
数

の
投
票
者

に
、
他

の
投
票
者
よ
り
も
、
大
き

な
発
言
力
を
付
与
す

る
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
下
院
議
員
選
挙
区

全
体

の
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
す

る
判
断

に
た

つ
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
、
下
院

に
お
け
る
均
し
い
数

の
人

々
の
均

し
い
代
表

と

い

う

偉

大

な

妥

協

(
什冨

o
§

8

。
居

H。
昌

㊦
あ
ρ
琶

越

奮

豊

巴

。
三

ヨ

げ
。
出
。
§

。
{
8
暴
『

琶

げ
①
「。・
。
な

8
幕

)

に
厳

粛

に

具

現

さ

れ

(
36

)

(
37

)

て

い
る
原
則
を
、
破
棄
す

る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ブ

ラ

ッ
ク
裁
判
官

は
、

ま
た
、
次

の
よ
う
に
も
説

い
て
い
る
。

「
我

々
は
、

以
下

の
ご
と
く
判
断
す

る
。
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
憲
法
を
歴
史
的
文
脈

の
な
か
で
解
釈
す

る
な

ら
ぽ
、
下
院
議
員
は

"
各

州
人
民

に
よ

っ
て
"
選
挙
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
合
衆
国
憲
法
第

一
条
第
二
節

の
命
ず

る
と
こ
ろ
の
意
味

は
、
実
行
可
能
な
限
り
、

一
下
院
議
員
選
挙
区

に
お
け

る

一
票
は
、
他

の
下
院
議
員
選
挙
区

に
お
け

る

一
票
と
、
等
価
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

く
み

…
…
ま
た
、
我

々
は
、
以
下

の
見
解

に
も
、
与
し
な
い
。
憲
法
制
定
者

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
著
し
い
変
化

に
と
む
住
民
数
を
有
す

る

下
院
議

員
選
挙
区

の
配
置
と

い
う
装
置
を
通

し
て
、

一
票

の
価
値
を
減
殺
す
る
差
別
的
な
下
院
議
員
選
挙
区
を
創
出
す

る
こ
と
を
許
容
す

る
こ
と
に
あ
る
と

い
う
の
が
、
す
な
わ
ち
、

こ
れ

に
当
る
。

一
下
院
議
員
選
挙
区

に
お
け
る

一
票

の
価
値
が
、
別

の
選
挙
区

に
お
け
る

一

票

の
価
値

よ
り
も
、
大
で
あ

る
と
主
張
す

る
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
け
る
民
主
政
治

の
基
本
的
理
念

に
背
馳
す

る
の
み
で
は
な
く
、
さ
ら

に
進
ん
で
、
"
人
民
に
よ

っ
て
"
選
出
さ
れ

る
下
院
と
い
う
憲
法
上

の
基
本
原
理
を
も
、
棄
却
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
」
。
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こ
う
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
ウ

ェ
ス
バ

リ
ー
事
件
に
お
い
て
、
各
州
内

の
そ
れ
ぞ
れ

の
下
院
議
員
選
挙
区

に
お
け
る
人

口
は
均
等
で
な

け
れ
ぽ
な
ら
な

い
と
す

る

《
一
人

・
一
票
》
原
則
を
、
下
院
議
員
選
挙

の
再
区
画
化
に
適
用
し
た
。

こ
の
判
決
以
降
、
下
院
議
員
選
挙
区

(銘
)

の
不
公
正
配
分

は
、
裁
判
所

の
厳
重
な
監
視

の
下
に
、
終
息

に
向

か
う
に
至

っ
た
と

い

っ
て
よ
い
。

げ
ん
に
、

一
九
六
九
年

の
カ
ー
ク
バ
ト
リ

ッ
ク
事
件

〔囲
時
窟
三
爵

ぐ
.
℃
邑
。。霞

(同㊤
$
)
〕
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
州
は
人

口

比
に
基
づ
く
下
院
議
員
数

の
割
当
に
臨
ん
で
、
正
確
な
数
学
的
均
等
を
達
成
す
る
た
め
に
誠
実

な
努
力
を
行
わ
ね
ぽ
な
ら
な

い
旨
、
主
張

し
、
理
想
的
な
平
均
人

口
と

の
偏
差
が
僅
か
三

・
一
%
に
す
ぎ
な

い
ミ
ズ

リ
ー
州
に
よ
る
下
院
議
員
選
挙
区
全
体

の
再
区
画
化
計
画
を
拒

(
39

)

絶
し
て

い
る
。

こ
の
判
決
後

の

一
九
七
二
年

の
時
点

に
お
い
て
、
下
院
議
員
選
挙
区

に
お
け

る
州
平
均
人

口
と

の
偏
差
が

一
・
○

%
以
下

で
あ
る
下
院
議
員
選
挙
区
は
、

四
三
五

の
う
ち
、

三
八
五
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
時
点
よ
り

一
〇
年
前
に
は
、
そ

の
数
値

は
、
九

に

(想

す
ぎ
な
か

っ
た
。

さ
ら
に
、

一
九
七
三
年
に
至
る
と
、
最
高
裁
判
所

は
、

ホ
ワ
イ
ト
事
件

〔零

『
閣↓O
～
謂

芝
Φ
一ω①附
(団⑩
刈
ω)
〕
に
お
い
て
、

最
大
下
院
議
員
選
挙
区
と
最
小
下
院
議
員
選
挙
区
と

の
間

に
お
け
る
人

口
隔
差
を
四

・
九
%
と
す

る
テ
キ

サ
ス
州

の
下
院
議
員
選
挙
区
再

区
画
化
計
画
を
、
当
該
計
画
は
す

べ
て
の
下
院
議
員
選
挙
区

の
人

口
を
均
等
な
ら
し
め
る
州

の
誠
実
な
努
力
を
規
定
し
た
合
衆
国
憲
法

の

(
41
)

要

件

に
適

合

し
な

い
こ
と
を
根

拠

と

し

て
、

無

効
と

判
断

す

る

に
至

っ
て

い
る
。

な

お
、

選

挙
区

の
再

区
画

化

に

つ
い
て
、

人

口
上

の
数

学
的

正
確

性

の
基

準
が
、

下

院
議

員

選
挙

区

に
厳

密

に
適

用

さ
れ

る

の
に
対

し

て
、

州

立

法
部
議

員
選

挙
区

に

は
、

そ
う

し

た
数

学

的

正
確
性

か
ら

の
少

な
か
ら

ぬ
逸

脱
が
許

容

さ
れ

て

い
る
こ
と

は
、

興
味

深

い
。

例

え

ぽ
、

一
九
七

三
年

の

マ

ハ
ン
事
件

〔竃
麟。
冨

昌

く
・
工
o
≦
①
=

(お
お
)
〕

に
お

い

て
、

最
高

裁
判

所

は
、

選

挙
区

間

に

お
け

る
人

口

の
偏

差

が

一
六

・
四

%

に
達
す

る
ヴ

ァ
ー
ジ

ニ
ア
州
下

院
議

員
選

挙
区

区

画
化

計

画

(・・
畠

巳
。晋
伽
冨

昌
{寓

沖竃

く
譜

巨
騨
=
。匿
。
。
{
O
Φ
貯
・・鋼
蕾
)

(
42

)

を

合
憲
と

判

断

し

て

い

る
。

そ

の
論
拠

は
、

地
方

政

府
諸

単
位

(δ
邑

面
。
〈
Φヨ
臼
①艮
巴

毒
潔
。。)
に
代
議

員
選

出
権

(H①買
㊥。・婁

薮

9
)
を

確

保

さ

せ

る
た

め
に
、

市

・
郡

の
ご
と
き

政

治
的

区

画
を
、

議
員

選

挙
区

画

の
線
引

き

か

ら

防
護

す

る

本
件

の
場
合

に

は
、

州
立
法

部

は
、

C261)95



(43

)

《
合
理
的
な
州
政
策
》
を
追
求
し
て

い
る
と
認

め
ら
れ
て
よ
い
と

い
う
に
あ
る
。
同
様
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
選
挙
区
間
に

お
け

る

人

口

(
44

)

の
偏
差
が

一
〇
%
に
及

ぶ
テ
キ
サ
ス
州
立
法
部
議
員
選
挙
区
区
画
化
計
画
を
、
同
じ
く

一
九
七
三
年
に
、
合
憲

と
し
て
支
持
し
て
い
る
。

の
よ
う
に
、
選
挙
区
区
画
化
計
画
に
対
す

る
最
高
裁
判
所

の
態
度
は
、
下
院
議
員
選
挙
区
間

に
お
け
る
人

口
の
正
確
な
数
学
的
均
等
性
を
、

一
方

に
、
追
求
し

つ
つ
も
、
他
方

に
、
州
立
法
部
選
挙
区

に
つ
い
て
は
、
甚
だ
し
い
不
公
正
配
分
を
排
除
す
る
こ
と
を
も

っ
て
足
り
る
と

い

っ
て

よ

か

ろ
(施
・
「
合

の
均
等
集

・

そ
れ
に
葵

つ
い
て
合
憲
性

の
判
姿

下
す

べ
き
・
唯

一
で
は
な

い
に
せ
よ
、
顕
薫

標
準
で

あ

る

こ
と
が

、

今

日
、

明
ら

か
と

な

っ
て

い
る
と

こ
ろ

の
、
下

院

議
員

選
挙

区
画

の
配

分
と

は
対

照
的

に
…

…
州

立
法

部
議

員
選

挙
区

が

争
点

と

な

っ
て

い
る
場

合

に
は
、

些

少

な
人

口

の
偏
差

は
、

明

白
な

(嘗

暮

書

凶。)
憲

法
違

反
を

立

証
す

る

も

の
で
は

な

い
と

い
う

の

(
64

)

が
、
我

々

〔最
高
裁
判
所
〕

の
判
断

で
あ

る
」
。

一
九

六
〇
年
代

に
お
け
る
最
高
裁
判
所

の
判
決
以
降
、
選
挙
区
画

の
不
公
正
配
分
は
、
法
の
下

に
お

い
て
、
も

は
や
許
容
さ
れ
得
な
く

な
り
、
各
州
に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区

の
そ
れ
ぞ
れ

の
人
口
は
均
等
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
と
す
る
新
た
な
区
画
化
原
則
が
、
確
立
す

る
に
至

つ
(燗
・
そ

の
結
果

一
九
七
〇
年

の
国
勢
調
査

の
後
・

合
衆
国
に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区
地
図
は
、
大
き
く
塗
り
峯

ら
れ
、

下
院
議
員
選
挙
区
全
体
が
、
均
等

の
人

口
を
基
準
と
し
て
、
再
構
成
さ
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
う
し
た

一
九
七
〇
年

の
国
勢
調
査
に
基

(
48

)

つ

く
下

院
議

員
選

挙
区

の
再

区

画
化

の
影

響

と
し

て
、

次

の
四

者
を
あ

げ

る
こ
と
が

で
き

る
。

第

一
は
、

最

も
重

要

な
影
響

で
あ

る
代

表
性

に
お
け

る
都

市
部

地
域

の
郡

部
利
益

に
対

す

る
優

位

の
確

立

で
あ

る
。

い
ま
、

下

院
議

員

選
挙

区

を
数

個

の
人

口
範
躊

(b。℃
巳
四
ま
コ
。帥
時紹
。H陣Φ。。)

に
分

類

し
、

一
九
七
〇

年

の
国
勢

調

査

に
基
づ
く

下

院
議
員

選
挙
区

再
区

画
化

の

前
後

に
、

議
会

に
代

表

さ
れ

た
そ

う

し
た
下

院
議

員
選
挙

区

の
種

別

の
比
較

を
試

み

る
な
ら
ば

、

以
下

の
よ
う

に
な

る
。

ま
ず
、

下

院
議

員
選

挙
区

は
、

都
市

部

(重
要
都
市
)
〔
葺
げ
雪

(げ
一α・
。ぜ

)〕
、

郊

外

地
域

(重
要
都
市

の
郊
外
)

〔。。夢

毎
訂
昌

(。,昏
口
ま
。。
。
{

げ
黄

6窪
Φ。。)
〕
、

都

市

・
郊

外
複

合
地

域

(半
ば
都
市

・
半
ば
郊
外
)

〔霞

訂
コ
山
暮

葺
げ
碧

(移
。ロ
仲
ゲ
鋤
開
。ξ

・
げ
㊤崔

。。昌
ロ
Hげ)
〕
、

中
規

模
都

市

.

ss(262)
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表1下 院識員選挙区再区画後における下院議員数 の

人口範疇別の移行状況(1963-1974)

NumberofDistricts

..

.・

Congress
(1963-64}

90th
Congress
(1967-68)

92nd
Congress
(1971-72)

93rd
Congress

O973-74)
Urban 93 101 97 9Q
Mid-Urb/Rural 29 31 28 28
Suburban s5 71 89 95
Urb-Sub. 29 28 31 35
Ruxat is3 153 131 128
Mixed 35 44 48 47
Sub-Rural 4 6 xz 12

1
At-Cage 17 4 畢 儘 ■ ● ■ ●

Source:BasedondatafromCongressionalDistrictDataBook
:88thCongress,B

ureauoftheCensus,Washington
,D.C.,1963;CongressionalDistrictDataBook:

93rdCongress,BureauoftheCensus
,Washington,D.C.,1971;Congressional

搬欝 凝嬢織
郡

部

複

合

地

域

〔
薮

辛
霞

審

ロ
き

繕
毎

邑

(き
。
黒

冨

竃
臼
窪

一?

。。
一N
。儒
6
ξ

・
匿
竃

毎
邑

)
〕
、

混

合

地

域

(三
分

の
二
大
都
市

地
域

.
三
分

の

一
郡
部
地
域
)
〔
臼
貯
①
幽
(⑳
げ
0
9

冒

o
み
猷
乱
m
日
。
茸
o
や
。
7

仲鋤
旨
ち

ロ
Φ
,帥ぼ
H飢
『償
門鱒
一)
〕
、
郊

外

・
郡

部

複

合

地

域

〔
。。
暮

葺

ぴ
碧

・

『霞

巴

(鎚
げ
。
螺
齢
ず
麟
環

。・躍
げ
霞
審
P

訂

開
毎
邑

)
〕
、

そ

し

て
、

郡

部

地

域

(郡

部
及
び
小
郡

区
)

〔
遷

「
巴

(毎
同巴

m
註

肋
臼
帥
認

8
毛
昌
)
〕
、

以
上
の
合

藩

に
分
類
さ
襲

・

次

に
、

各

人

口
範
疇

に
お
け

る
下

院
議

員
選
挙

区
数

を
、

第

八
八
議

会

(
一
九
六
三
年
ー

一
九
六
四
年
)
(《
一
人

・
一
票
》
原

則
成
立
以
前
)、

第

九

〇

議

会

(
一
九
六
七
年
ー

一
九
六
八
年
)

(《
一
人

.
一
票
》
原
則
成
立
以
後
)
、
第

九

二
議
会

(
一
九
七

一
年

1

}
九
七
二
年
)
(《
一
人

・
一
票
》
原
則
成
立
以
後
)
、

そ

し

て
、

第

九

三
議
会

(
一
九
七
三
年
f

一
九
七
四
年
)
(
}
九
七
〇
年
国
勢

調
査
に
基
づ
く
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化
以
後
)

に

つ

い
て
、

比
較
を
試
み
た

い
。

そ
の
結
果
は
・
表
、
に
示
さ
射

・
な

お
、
第
九
・
糞

に
関
す
書

料
は
、

萎

・
年
国
鶉

幽

査

に
、

ま

た
、

第
九

二
議

会

に

つ
い
て

の
資
料

は
、

一
九

七

97

0
年
国
勢
調
査

に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
依
拠
し
て
い
る
。



す
な
わ
ち
・
大
都
市

(轟

・量

が
、
最
高
裁
判
所
に
よ
る
下

院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化
命
令

の
判
決
以
降
、
下
院

に
お
け
る
議
席

を
増
袈

せ
乏

至

っ
た
こ
と

は
、
事
実

で
あ

る
。
け
れ
ど
も
、

一
九
七
〇
年
に
お
け
る
国
勢
調
査

に
基
づ
く
下
院
議
員
馨

区

の
再
区

画
化

の
健

は
・
大
都
市
は
・
下
院
に
お
け
る
議
席
を
、
減
少
さ
せ
て
い
る
。
同
じ
く
、
都

市
部

に
お
け
る
下
院
議
員
肇

区
も
、

一
九

七
〇
年

に
お
け
る
国
勢
調
査

塞

つ

く
下
院
議
員
馨

区

の
再
区
画
化

の
後
、
そ

の
数
を
減
じ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、

死

六
〇
年
代
に
、

数
個

の
大
都
市

に
お
け
る
合

の
増
架

、
認

め
ら
れ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
第
九
三
議
会

に
至
る
ま
で
の
期
間
、
都
市
部

に
お
け

る

下
院
議
員
選
挙
区
数

は
・
第
八
八
議
会

に
お
け
る
そ
れ
を
、

若
干
、
下
廻

っ
て

い
る
。

確
か
に
、

都
市
部
は
、

《
峯

な
人

口
警

基
づ

く
下
贅

馨

区

の
区
画
化
》

(̀。ρ琶

・℃。
旦

餌
ま
昌
翻
仲補互

品
)

の
積
極
的
実
現
を
目
ざ
し
て
戦

い
、

.」
れ

に
勝
利
を
収

め
た
。

し
か
し
、

皮
肉
な
こ
と

に
・

そ
の
目
標
が
最
終
的

に
窺

さ
れ
た
と
き
、

こ
の
闘
争
過
程

に
お
い
て
都
市
か
ら
郊
外

へ
の
人

口
移
動
の
潮
流
が
告

た
た
め
・

こ
の
潮
流

に
乗

っ
た
郊
外
磯

が
、

こ
の
潮
流
の
い
わ
ぽ
外

に
在

る
都
市
部
よ
り
も
、
下
院

に
お
け
る
多
く
の
議
席

の
覆

に

成
芒

た
の
で
あ

る
・

し
か
し
、

こ
う
し
た
趨
勢

の
な
か
で
も
、
重
覆

一
点

に
お
い
て
、
新

た
な
地
平
が
築

か
れ
て
い
る
。
大
都
市
選

出

の
下
院
議
員
は
・

あ

る
い
は
、

少
く
と
も
、

大
都
市
選
出

の
民
主
党
下
院
議
員

(下
院
議
塁

体
の
ほ
ぼ
八
〇
%
)
は
、

最
高
裁
判
所

に

よ
る
下
院
議
員
馨

区
再
区
画
化
命
令

の
判
決
に
よ

っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
収
穫

を
得
た
と

い
う
の
が
、

.」
れ

に
当
る
。
.あ

.」
と
は
、
都

市
部
に
お
け
る
下
院
議
員
馨

区
数
が
、
略

々
、
里

に
と
ど
ま

っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
蓼

の
肇

分
野
に
お
け

る
大
都
裏

出

の

下
院
議
員

の
主
覆

敵

で
あ

る
郡
部
選
出

の
下
院
議
員
が
、
前
述

の
最
高
裁
判
所

に
よ
る
再
区
画
化
零

の
判
窪

よ

っ
て
、
大
き
な
損

害
藁

っ
た
と

い
う
難

た
る
事
実

に
茜

す
る
。
そ
れ

は
、
郡
部
地
域

に
生
じ
た
堤

が
、
形
を
変

へ
、
新
た
な
外
的

レ

.
テ
ル
の
下

に
・
整

し
た
も

の
と

い

っ
て
よ
い
。
ま
た
、
都
市

・
郊
外
複
合
地
婆

ら
び

に
混
合
地
域
の
下
院
議
員
選
挙
匿

お
け
る

一
部
分
は
、

こ
れ
ら
の
諸
地
域

の
中

心
諸
都
市
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
よ
う
雫

院
議
員
馨

区
数

の
増
大
は
、
中
心
諸
都
市

の
総
体
的

姦

治
的
叢

が
現
窪

上
昇
し
た
こ
と

の
蔑

を
担

い
、
従

っ
て
、
そ
う
し
た
馨

区
数

の
増
大
と
政
治
的
畿

の
上
昇
と
は
、
互
い
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に
回
転
し
て
そ
の
位
置
を
入
れ
替
り
得

る
も

の
と
称
し
て
よ
か
ろ
う
。

郊
外
地
域
に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区
数
が
、

《
一
人

・
一
票
》
原
則
の
成
立
後
、

実
質
的

に
増
大
し
た
と

い
う
こ
と
は
、

確
実

で
あ

る
。
第
九
三
議
会

に
お
け
る
郊
外
地
域

の
下
院
議
員
選
挙
区
数

は
、
第

八
八
議
会

の
場
合

に
比
較
し
、
三
〇
増
と
な

っ
て
い
る
。

同
じ
く
、
第
八
八
議
会
か
ら
第
九
三
議
会

に
至

る
期
間
内

に
、
都
市

・
郊
外
複
合
地
域

に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区
数
も
ま
た
、
増
大

し
て
い
る
。
若

干
の
中
都
市

(臼
達
良
①
-し。冒
巴

島
ユ
窃
)
と
そ

の
郊
外
地
域
は
、

こ
の
間

に
、
中
規
模
か
ら
離
陸
し
、
大
規
模
化

へ
向

か

っ
て

飛
翔
す

る
に
至

っ
た
。
ま
た
、
都
市
か
ら
郊
外

へ
の
人
口
移
動
行
程

の
根
底
的
な
転
回
に
と
も
な
い
、
若
干
の
下
院
議
員
選
挙
区
は
、
都

市
部
所
属

の
選
挙
区
か
ら
都
市

・
郊
外
複
合
地
域

に
固
有

の
選
挙
区

へ
と
、
そ

の
相
貌
を
、
明
晰
な
描
線
で
縁
ど
り
は
じ
め
た
。
最
後

に
、

テ
キ
サ
ス
州
に
お
け
る
ダ

ラ
ス

(U
巴
冨
q。)
の
よ
う
な
、
若
干

の
大
都
市
地
区
は
、

そ

の
都
市
化

・
郊
外
化
を
急
速

に
成
長
さ
せ
る

に

至

っ
た
た
め
に
、

こ
の
過
程

で
予
知
さ
れ
懐
胎

さ
れ
て
い
た
幾

つ
か
の
都
市

・
郊
外
複
合
地
域

に
特
有

の
下
院
議
員
選
挙
区
を
、

自
己

の
胎

内

か
ら
産
み
だ
し
分
化
さ

せ
る
に
至

っ
た
。

混
合
地
域

に
所
在
す
る
下
院
議
員
選
挙
区
数

は
、
最
高
裁
判
所
の
判
決

に
基
づ
く
選
挙
区
再
区
画
化

の
結
果
と
し
て
、
著
し
く
増
大
し

た
。
け
れ
ど
も
、

一
九
七
〇
年

に
お
け
る
国
勢
調
査
の
結
果

に
算
定
基
礎
を
求
め
た
下
院
議
員
数

の
再
配
分

・
選
挙
区
再
区
画
化
以
後

に

も
、
そ

の
数
値

に
、
と
く
に
増
減
は
な
く
、
以
前

と
以
後

に
お
け
る
一
一
つ
の
数
値
は
、
ほ
ぼ
等
号
で
結
ば
れ
て
い
る
。
郡
部
選
挙
区
か
ら
、

こ
う
し
た
混
合
地
域
選
挙
区

へ
の
、
質

の
転
換
が
、

一
九
六
〇
年
代

の
後
半
に
、
数
州
に
顕
著
に
認

め
ら
れ
た
選
挙
区
変
質

の
共
通
形
態

で
あ

っ
た
。
ま
た
、
若
干

の
州
に
は
、

こ
の
間
、
下
院
議
員
選
挙
区

の
当
該
州
に
お
け
る
平
均
人

口
よ
り
も
少
な

い
五
万
か
ら
二
〇
万
に

至
る
ま
で
の
人

口
を
有
す
る
郡
部
選
挙
区
が
、
少
く
と
も
、

一
つ
は
存
在
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
選
挙
区

の
全
人

口
を
州
平
均

の
下
院
議

員
選
挙
区
人

口
に
可
及
的

に
近
接
さ
せ
る
た
め
に
は
、
大
都
市
地
区
が
、
当
該
選
挙
区

に
付
加
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

こ
れ
は
、
大
都
市

地
区

に
お
げ

る
人

口
の
過
半
数
を
擁
す
る
新
た
な
数
個

の
下
院
議
員
選
挙
区
を
創
出
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
解
決

さ
れ
た

の
で
あ
る
。
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こ
う

し

て
、

一
九

六
〇

年

代

に
お
け

る
最
高

裁

判
所

に
よ
る
選

挙
区
再

区

画
化

の
判

決

の
主
要

な
被

害

者

は
、

も

と

よ
り
、

郡
部

地
域

で
あ

っ
た
。
そ

の

こ
と

は
、
表

1

に
明

示

さ
れ

る

よ
う

に
、

第

九

三
議

会

に
お
け

る
郡
部

所
有

の
下

院
議

員
選

挙
区

数
が
、

第

八
八
議
会

に
お
け

る
そ

れ

よ
り
も
、

二
〇

%
以

上
も

激
減

し

て

い
る
と

い
う

深
刻

な
事
実

に
、
最
も

尖

端
的

な
表

現

を

み
る

こ
と
が

で
き

る
。

ま

た
、

そ

の
最

大

の
受

益

者

は
、

郊
外

地

域

で
あ

ろ
う
。

M

・
カ

ミ

ソ
グ

ス

(暴

ぎ

昌
O
昏

巨
品
・・)
教
授

(ジ

ョ
ン
ズ

・
ホ
プ
キ
ソ
ス
大
学
)
(甘
匿
。・

(
51

)

踏
。℃
断
冨

¢
巳
話
H。・ξ
)
は
、

こ
の

こ
と

を
的

・確
に
指
摘

し
て
次

の
よ

う

に
述

べ
て

い
る
。

「
そ
れ

は
、

ま

さ

し
く
、
皮

肉

と

い
う

ほ

か
は
な

い
。

一
九

五
〇
年

代

・

一
九

六
〇
年

代

に
、

下

院

に
、

よ
り
多

く

の
都

市

部

の
代
表

を
確
保

さ

せ

る
た

め
に
展

開

さ
れ

た

闘
争

は
、

大

都

市
住

民

の
利

益
を
下

院

に
代

表
さ

せ

る
緊
要
性

を
強

調
す

る
論

法

に
よ

っ
て
、
進

め

ら
れ

た
。
大

都

市
住

民

は
、

下

院

に
お
け

る
郡
部

の
過
剰

代

表

に
よ

っ
て
不
利
益

を

蒙

っ
て

い
る
と

い

う

の
が

、

そ

の
主
張

で
あ

っ
た
。

け
れ
ど

も
、

い
ま
や
、

一
人

・

一
票

原
則

が
、

実
施

に
移

さ

れ

る

に
及

ん
で
、

最

大

の
利
益

を
手

に
し
た

の
は
、
大

都
市

で
は
な
く
、

郊

外

地
域

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
」
。

こ

の
よ
う

に
、

下

院

の
場

合
、

人

口
の
均

等
化

を
基

本

原

則

と
す

る
議

員

選
挙

区

の
再

区

画
化

に

よ

っ
て
、

議
席

占
有

に
お
け

る
郡
部

の
優

位
性

に
、
終

止

符
が
、

打

た
れ

る

に
至

っ
た
。
今

日

に
お
け

る
郡
部

選
挙

区

の
急

激

な
衰

退

は
、

必
ず

し
も
全

面
的

で
は
な

い
に
せ

よ
、
下

院

に
お
け

る
郡

部

の
過
剰

代
表

性
を
、

ほ
ぼ

、

排
除

し

た
と

い

っ
て

よ

い
。

他
方

、

上
院

の
場

合
、

多
数

の
圧

倒
的

に
郡
部
優

位

の
諸

州
が

現
存

し

て

い
る
た

め
、

上
院

に
は
、

郡
部

利
益
が

、
過

剰

に
代
表

さ
れ

て

い
る
と

い
う

の
が

、

こ
れ

ま

で

の
伝

統
的

な
見

解

で
あ

っ
た
。

さ

ら

に
、

各

州

は
、

そ

の
規

模

に
関

係

な
く
、

上
院
議

員

二
名

を
選

出

し
得

る
と
す

る
、

法
制

上

の
回
路
が

布

置

さ
れ

て

い
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

上
院

に
お
け

る
郡
部

利
益

の
過

剰

代
表

性
が
、

一
段

と
増
幅

さ

れ

る
と

い
う
見

解
が

、

こ
う

し

た
伝
統

的
見

解

に
、
付

加
さ

れ

る
。

そ

こ

で
、
今

日

に
お
け

る
大

都
市

地

区

の
発
達

に
と
も

な

い
、

上
院

に
お
け

る
郡

部

の
過

剰

代
表

性
が
、

今
後

も
、

存
続

を
保

ち
得

る
か
が
、

問
題

で
あ

ろ
う

。
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表2×950年 代 ・1960年 代 ・1970年 代 の上院 にお ける

郡部 及び大都市 地区 の 占有議席数 の比較

SenateSeats

1950

N %O

1960

N %

L__
N

18

40

4

38

18

40

4

38

d
副

⑳
矧

6

42

10

42

 

8

23

8

60

8

%

8

鰍

Urban.Sububan

Mixed_Metropolitan

Mixed.Rural

Rural

10010010096 99 zoa

Source:BasedondatafromtieBureauoftheCensus.

(
52

)

こ
の
点

に
つ
い
て
言
及
す

る
な
ら
ば
、
確
か
に
、
最
近
二
、
三
〇
年

の
間
に
お
け
る

大
都
市
地
区

の
発
達
は
、
郡
部
州

の
減
少
を
も
た
ら
し
た
。
そ

こ
で
、
上
院

に
お
け
る

郡
部

の
過
剰
代
表
が

い
か
な
る
程
度
で
あ
る
か
を
分
析
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
表

2
に

(
53

)

示
さ
れ

る
ご
と

く
、

五
〇

州
を
、

以
下

の
地
域
範

躊

に
分

割
す

る
。
都

市

・
郊

外
複

合

地
域

(霞
げ碧
自

ぴ霞
げ雪
)
(大
部
分
の
人

々
が
大
都
市
地
区
に
居
住
す
る
地
域
)、

混

合

・
大

都

市

地
区

(ヨ
幕

窪
白
Φ霞
8
。
団
欝
コ
)
(人
々
の
多
数
者
が
大
都
市
地
区
に
居
住
す
る
大
都
市
地
区

.
郡
都
混
合
地
域
)、

混

合

・
郡
部

(H口
陣図
①恥
ーH口
同僧
一)

(人

々
の
多
数
者
が
非
大
都
市
地
区
に
居

住
す
る
大
都
市
地
区

・
郡
部
混
合
地
域
)
、
そ

し

て
、
郡
部

(大
部
分
の
人

々
が
郡
部
に
居
住
す

る
地
域
)、

以

上
が
、

こ
れ

に
当

る
。
表

2
に
明

ら

か
な

よ
う

に
、
上
院

に
お
け

る
郡

部

の
占
有

議

席
数

は
、

時
代

を
追

っ
て
、
着

実

に
下

降

し
て

い

る
。

郡

部
占
有
議

席

の
比

率

は
、

一
九

五
〇
年

代

に
は

六
〇

%

で
あ

っ
た

の
が
、

一
九

六
〇
年

代

に
四

二
%
、

そ

し

て
、

一
九
七
〇

年

代

に
は
、

三

八
%

に
ま

で
低
下

し

て

い
る
。

こ

の
間

に
、
都

市

・

郊

外
複

合

地
域
及

び
混

合

・
大
都

市

地
区

の
双
方

を
含

む
大
都

市

地
区

の
上
院
議
席

占

有

率

は
、

三

一
%
、
四

八

%
、
そ

し
て
、

五

八
%

へ
と
、

確
実

に
上
昇

し
て

い
る
。

S

M
S

A

(M
S
A
)
内

外
居

住
者

の
合
衆

国
人

口
に
占

め

る

比
率

(
一
九
四
〇
年
、

一
九
五
〇
年
、

一
九
六
〇
年
、

一
九
七
〇
年
、

一
九
八
〇
年
)
を

表
示

す

る

な

ら
ぽ

、

表

3

(
製

)

の
よ
う

に
な

る
。
表
2

・
表
3
を
対
照
す
る
な
ら
ぽ
、

一
九
五
〇
年
代
の
場
合
、
上
院

に
お
け

る
郡
部

の
議
席
占
有
率
六
〇
96
と
合
衆
国
人

口
に
お
け

る
非
大
都
市
地
区
人

口

(267)101



表3合 衆国 人 口に 占め るSMAS

(MSA)内 外居住者 の比率一

1940年,1950年,1960年,

1970年,1980年

PercentageoftheU.S.
Population

Inside

SMSA'S

Outside
SMSA'S

47.4

43.9

37.0

31.4

25.2

52.6

56.1

63rn

・:・

74.8

1940

1950

1960

×970

・'1

Source:BasedondatafromtheBureau

oftheCensus.

ケ

ソ

タ

ッ
キ

!

(
五
四

・
五
%
)
、

ミ

シ

シ

ッ
ピ

ー

ダ

ホ

(
八
〇

・
九
%
)
、

ワ
イ

オ

ミ

ン
グ

(
七

一

州

で
あ

り
、

従

っ
て
、

〔
55

)

 い

る

。

こ
う

し

て
、

第

二

は

、

各

地

域

(
"
①伊q
一8

)

・
四
%
)
、

上
院

に
お
け

る
郡
部
州
の
議
席
占
有
率
は
、

上
院

に
お
け
る
郡
部

の
過
剰
代
表
性
は
、

へ
の
影
響
力

の
波
及

で
あ

る
。

調
査

の
結
果

の
双
方
を
基
盤
と
す

る
下
院
議
員
選
挙
区

の
再
区
画
化
は
、

げ

て
い

っ
た
。
各
地
域

に
つ
い
て
、

こ
れ
を
素
描
す
る
な
ら
ば
、

南
部
の
下
院
議
員
選
挙
区
に
お
け
る
こ
の
間

の
主
要
な
人

口
移
動
は
、

部
地
域

に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区

の
実
質
的
な
減
少
と
の
、
微
妙
な

一
致

の
う
え
に
成
立
し
て
い
た
。
郊
外
地
域

に
お
け
る
下
院
議
員

の
比

率
四

三

・
九

%
と

は
、

こ
の
年

代

の
上
院

に
お

け

る
郡
部

の
過

剰
代

表
性

を
少

な
か

ら
ず

示

し

て

い
る
。

し

か
し
、

一
九

六
〇

年

代

に
至

る
と
、

合
衆

国
人

口
に
お

け

る
非
大

都

市
地

区
人

口
の
比
率

は

三
七

%
、

郡
部

の
上

院
議
席

占
有

率

は
四

二
%
、

と
低

下

し
、

一
九

七
〇
年

代

に
は
、

こ
の
数

値

は
、
前

者
が

三

一
・
四

%
、
後

者
が

三

八

%
と
、

さ

ら

に
、

低
落
す

る
。

一
九

八
〇
年

代

の

一
九

八
五
年

に
は
、

非
大

都

市

地

区
人

口
は
、

合
衆

国
人

口
の
僅

か

二
三

・
五

%

で
あ

り
、

非
大
都

市

地
区
人

口

が

州

人

口
の
過

半
数

を
越
え

る

州

は
、

メ

イ

ン

(六
三

・
九
%
)、

ヴ

ァ
ー

モ

ン

ト

(七
七

・
二
%
)
、

ア
イ

オ

ワ

(五
七

・
七
%
)
、

北
ダ

コ
タ

(六
三

・
六
%
)、

南
ダ

コ
タ

(七
二

・
一
%
)
、

ネ
ブ

ラ

ス
カ

(五
三

・
五
%
)
、

西

ヴ

ァ
ー
ジ

ニ
ア

(六
三

∴
二
%
)
、

(七
〇

・
六
%
)
、

ア
…
カ

ン
ソ
i

(六
〇

・
九
%
)
、

モ
ソ
タ
ナ

(七
五

.
七
%
)
、

ア
イ

ニ

ュ
ー

メ
キ

シ

コ

(五
二

・
七
%
)
、

ア
ラ

ス
カ

(五
四

・
七
%
)
、

以

上

の

一
五

三
〇

%

に
ま

で
落
ち

こ
み
、

一
九

五
〇
年

代

の
二
分

の

一
に
な

っ
て

今

日
、
逓
減

傾
向

に
あ

る
と

い

っ
て

よ
か

ろ
う
。

一
九

六
〇

年

代

の
最
高

裁
判

所

の
判
決

な

ら
び

に

一
九

七
〇
年

の
国
勢

合
衆

国

の
各
地

域

に
、

遠

心
的

に
、

様

々
な
影

響
め

波

紋

を
拡

以

下

の

よ
う

に
な

る
。

大
都

市
地

区

に
お
け

る
下
院
議

員

選
挙
区

の
大

幅
な
増

大

と
郡
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選
挙
区
数
は
、
さ
ら

に
、

五
な
い
し
六
の
大
都
市
地
区

に
お
い
て
増
大
し
た
。
同
じ
く
、
大
都
市
も
ま
た
、
南
部

に
お
け

る
下
院
議
員
選

挙
区
全
体

に
お
け

る
自
己

の
占
有
率
を
拡
大
し
て
い
る
。

中
西
部
の
下
院
議
員
選
挙
区

に
お
け
る
主
要
な
変
化
は
、
郊
外
選
挙
区
数
及
び
都
市

・
郊
外
複
合
選
挙
区
数

の
増
大
と
、
郡
部
選
挙
区

数

の
減
少
と

の
接
点

に
、
鮮
明
な
像
を
き
り
結

ぶ
。
新
た
に
帰
属
さ
れ
た
郊
外

地
域

に
お
け
る
選
挙
区
議
席

の
大
部
分
は
、

シ
カ
ゴ

・
デ

ト

ロ
イ
ト
両
大
都
市
の
郊
外
地
域
を
代
表
す

る
。
ま
た
、
都
市

・
郊
外
複
合
地
域
に
お
け
る
選
挙
区
議
席
数

の
増
大
は
、

五
な

い
し
六
の

大
都
市
地
域

に
お
け
る
人

口
の
成
長
と
、
巨
大
大
都
市
地
区
に
お
け
る
中
心
都

市
の
人

口
成
長
率
を
凌
駕
す

る
郊
外
地
域

の
人

口
成
長
率

と
が
、
構
造
的

に
結
晶
し
た
結
果
、
生
じ
た
現
象
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
さ
ら

に
、
大
都
市
は
、

一
九
六
〇
年
の
国
勢
調
査

の
結
果
を
算
定

基
準
と
す

る
下
院
議
員
選
挙
区
再

区
画
化

の
後
も
、
そ

の
す

べ
て
の
下
院
議
員
議
席
を
確
保
し
続
け
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
干

の

大
都
市
は
、

一
九
七
〇
年

の
国
勢
調
査

の
結
果

に
基
づ
く
下
院
議
員
数

の
再
配
分
の
後

に
、
そ

の
議
席
を
喪
失
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
大
都
市
が
喪
失
し
た
議
席

の
大
部
分

は
、
都
市

・
郊
外
複

合
選
挙
区
数

の
増
加

に
よ

っ
て
、
相
殺
さ
れ

て
い
る
。
他
方
、
中
西

部

に
お
け
る
郡
部
地
域
選
挙
区
数

の
下
降
は
、

一
九
六
三
年
か
ら

一
九
七
三
年

に
至
る
ま

で
の

一
〇
年
間
に
郡
部
地
域
選
挙
区

の
ほ
ぼ
二

五
%
を
喪
失

し
た
南
部
と
、
同
程
度
で
あ

っ
た
と
い

っ
て
よ

い
。

北
東
部

に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区
は
、
南
部
な
ら
び
に
中
西
部

に
お
け
る
選
挙
区

ほ
ど
、
変
化
を
蒙

っ
て
い
な
い
。
北
東
部

の
場
合
、

下
院
議
員
選
挙
区
数
は
、
均
等
人

口
の
維
持
を
整
序
原
理
と
し
て
造
出
さ
れ

た
選
挙
区
再
区
画
化

の
前
後

に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ

る
人

口

範
疇

で
、
ほ
ぼ
同

一
で
あ

っ
た
。
南
部

・
中

西
部

に
お
け

る
数
多

の
下
院
議
員
選
挙
区

に
、
郡
部
か
ら
大
都
市

へ
と
、
そ

の
支
持
基
層
部

に
、
質
的
変
化
や
位
相
差
が
、
少

な
か
ら
ず
認

め
ら
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

北
東
部

に
お
け
る
郡
部
選
挙
区
数
と
大
都
市
選
挙
区
数

は
、

依
然
、

不
動

の
数
値
を
示
し
て
い
る
。

西
部

の
場
合
、

主
要
な
変
化

は
、
郊
外
選
挙
区
数
と
都
市

・
郊
外
複
合
選
挙
区
数

の
増
大

に
基
因
す
る
。

こ
う
し
た
変
化

の
大
部
分
は
、
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ァ
州
で
生
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
域
分
析
か
ら
抽
き
だ
さ
れ
る
最
も
重
要
な
結
語
は
、
南
部
と
中
西
部
に
お
け
る
郡
部
地
域
が

一
九
六
〇
年
代

の
最
高
裁

判
所

の
判
決
及
び

一
九
七
〇
年

の
国
勢
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化
の
最
大

の
被
害

を
蒙

っ
た
地
域
だ
と

い
う

こ

と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
域
選
出

の
下
院
議
員
が
、

共
和
党
議
員
と
保
守
的
な
民
主
党
議
員
に
よ

っ
て
結
成
さ
れ

る
投
票
ブ

ロ
ッ
ク
の
保

守
連
合

(08
。。嘆
話
凱
くΦ
8
鉱
筐
oコ
)
と

い
う
球
体

の
ま
さ
し
く
中
核
部
分
を
形
づ
く

っ
て
い
る
。

第
三
は
、
民
主

・
共
和
両
党

の
勢
力
及
び
下
院
に
お
け
る
政
策

・
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
体
系

の
均
衡
関
係

の
双
方

に
対
す
る
衝
撃
で
あ

る
。

一
九
六
〇
年
代

・
一
九

七
〇
年
代

に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区
の
再
区
画
化
は
、
民
主

・
共
和
両
党

の
相
対
的
な
勢
力
関
係
全
般

に
、
何

の
影
響
も
与
え
な
か

っ
た
と

い

っ
て
よ

い
。
南

・
中
西
両
部

に
お
け
る
郡
部
地
域

の
ご
と
き
、
共
和
党
も

し
く
は
民
主
党

の
勢
力
が
、
と

く

に
強
大
な
幾

つ
か
の
地
域
に
お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区
が
、
消
去
さ
れ
た
反
面
、
民
主

・
共
和
両
党

の
い
ず
れ
も
、
新
た
な
大
都
市
地

区
選
挙
区

に
お
い
て
、
そ

の
損
失
を
補
完
す

る
こ
と
が

可
能

で
あ

っ
た
。

共
和
党

は
、
ま
た
、
郊
外
地
域
選
挙
区
の
増
大

に
よ

っ
て
、
格

別
な
利
益
を
得
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
共
和
党

は
、
合
衆

国
全
体

の
郡
部
地
域
に
お
い
て
喪
失
し
た
議
席
数
と
等
数

の
議
席

を
、
郊
外
地
域
に
お
い
て
獲
得
し
た
に
す
ぎ
な

い
か
ら

で
あ

る
。
他
方
、
民
主
党

は
、
郊
外
選
挙
区
及
び
混
合

・
大
都
市
地
区
選
挙
区

の

確
保

に
お
い
て
著
し
い
成
功
を
収

め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
主

・
共
和
両
党

に
対
す
る
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化

の
最
も
重
要
な
衝

撃
波

は
、

お
そ
ら
く
、
下
院
民
主
党

の
間

に
お
け
る
政
策

・
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
体
系

の
平
衡
関
係

に
対

し
て
及
ぼ
し
た
影
響
力

で
あ
ろ
う
。

下
院
民
主
党

に
お
け
る
保
守
派
は
、
南
部

の
郡
部
選
挙
区

の
減
少

に
よ

っ
て
、
勢
力
を
失
墜
し
、
他
方
、
進
歩
派

は
、
大
都
市
地
区
選
挙

区

の
増
大

に
応

じ
て
、
勢
力
を
伸
張
し
た
と

い
う
の
が
、

こ
れ

に
当
る
。
南
部

に
お
け
る
郡
部
地
域
選
出

の
民
主
党
下
院
議
員
は
、
総
じ

て
、
保
守
的
で
あ
り
、
逆

に
、
郊
外
地
域
な
ら
び

に
都
市

・
郊
外
複
合
地
域
か
ら
選
出
さ
れ
た
民
主
党
下
院
議
員
は
、
最
も
進
歩
的
な
下

院
議
員

で
あ
る
こ
と
を
指

し
示
す
徴
標
と
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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下
院

に
お
け
る
進
歩
派

と

中
道
派

(日
a
①糞
①。・)

は
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
、

一
九
七
〇
年
代
、
そ
れ

に
、

一
九

八
〇
年
代

の
三
者

に

お
け
る
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化

の
結
果
と
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
程
度

の
勢
力
を
確
保

し
た
。

こ
の
こ
と
は
、

一
九
五
九
年
-

一
九

六

〇
年

の
第

八
六
議
会
第

一
会

期
、

一
九
七
五
年
ー

一
九
七
六
年

の
第
九
四
議
会
第

一
会

期
、
そ
れ

に
、

一
九
八
三
年
ー

一
九
八
四
年

の
第

(茄

)

九
八
議
会
第

一
会
期

に
お
け
る
下
院
議
員

の
投
票
形
態
を
比
較
す

る
な
ら
ぽ
、

お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ

に
よ
れ
ぽ
、
南
部
選
出

の
民
主
党
下
院
議
員

の
な
か
に
占
め
る
保
守
派
議
員

の
比
率
は
、
第

八
六
議
会

の
八
五
%
か
ら
第
九
四
議
会

に
は
五
九
%
、
第
九
八
会

に

は
五

一
%
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

こ
れ

に
対
応

し
て
、
民
主
党
下
院
議
員
全
体

に
お
け
る
進
歩
派

.
中
道
派
両
議
員

の
占
有
率
は
、
第

八
六
議
会

に
は
六
四
%
で
あ

っ
た
の
が
、
第
九
四
議
会

に
は
八

一
%

に
、
第
九
八
議
会

に
は
八
二
%

へ
と
、
上
昇
し
て
い
る
。
他
方
、
共

和
党
下
院
議
員
の
間
に
お
け
る
政
策

・
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
体
系

の
傾
向
性

は
、
実
質
的

に
、

ほ
ぼ
同

一
で
あ
り
、
彼
ら
の
約
八

一
%
が
、
保

守
派

に
属
し
て
い
る
。
第
八
六
議
会
及
び
第
九
八
議
会

に
お
け
る
下
院

の
政
策

・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
体
系

の
分
裂
状
況
を
表
示
す

る
な
ら
ぽ
、

表

4
の
よ
う
に
翁

・

い
ず
れ

に
し
て
も
・
第
八
六
議
会
、
第
九
四
議
会
、
そ
し
て
、
第
九
八
議
会

に
お
け
る
民
主
党
多
数

に
よ
る
下
院

支

配

(第
八
六
議
会
i
民
主
党
二
八
三

・
共
和
党

一
五
三
、
第
九
四
議
会
i
民
主
党
二
九

一
.
共
和
党

{
四
四
、
第
九
八
議
会
ー
民
主
党
二
六
九

.
共
和

党

一
六
六
)
は
、

将
来

の
下

院

に
お
け

る
進

歩
的

な
法
案

に
対

す

る
受
容

度

の
増

大

の
、

逸

速

い
予

兆
を

示
す

も

の
と

い
・兄
よ
う
。

(銘

)

さ
ら
に
、

こ
れ
と
同
じ
期
間
内
に
、

上
院
も
ま
た
、
進
歩
主
義

・
中
道
主
義

の
相
貌

の
下

に
立
ち
現

わ
れ

る
。

第
八
五
議
会

(
一
九
五

七
年
ー

一
九
五
八
年
)
に
は
、
全
上
院
議
員

の
五
四
%
が
、
保
守
派

に
属

し
て
い
た
。

し
か
し
、
第
七
四
議
会

(
図
九
七
五
年
)

に
至
る
と
、

保
守
的
な
共
和
党
議
員

の
比
率

の
後
退

(第
八
六
議
会
七
二
%
ー
第
九
四
議
会
五
八
%
)、

な
ら
び

に
南
部
民
主
党
員
数

の
減
少

(同
二
二
名
ー

同

一
六
名
)
に
と
も
な
い
、
全
上
院
議
員

の
四
五
%
が
、
進
歩
派
、

二
〇

%
が
、

中
道
派
と
、

そ
れ
ぞ
れ
、

分
類
さ
れ
る

に
至

っ
た
。
さ

ら
に
、

一
九
七
九
年

の
第
九
六
議
会

の
場
合
、

中
道
派
共
和
党
議
員

の
比
率

の
上
昇

(第
九
四
議
会
二
六
%
ー
第
九
六
議
会
三
二
%
)、
南
部

民
主
党
党
議
員

に
お
け
る
保
守
派

の
衰
退

(第
九
四
議
会
八

一
%
1
第
九
六
議
会
六
九
%
)
な
ど

に
よ

っ
て
、
全

上
院
議
員
の
う
ち
、
進
歩
派
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表4下 院 に お け る政 策 イデ オ ロギ ー 体 系 の 分 裂 状 況

〔1stSession(1959)and98thCongress,1stSession(1983)〕

Northern
Democrats

Southern
Democrats

All
Democrats

Repub-

licans
All

Members

(N=434

34%{148)

14{60)

52(226)

(N=434}

32%(141;

25(102)

43(186)

(N-171)

82%(140)

13(23)

5{8)

(N=110

2%{2}

Y3(14)

85(94)

(NT281)

51%(142)

13{37)

36(102)

(N=153)

4%(6)

15(23)

81(124)

(N=177

76%(134♪

22(39)

Z(4)

(N=90)

4%(4)

44(40}

51(46}

(N=267)

52%(138)

30(79)

19(50)

{N=167)

2%(3)

17{28)

81(136)

86thCongress

lstSession

Liberals

Moderates

Conservatives

98thCongress,

1stSession

Liberals

Moderates

Conservatives

NOTE:Theclassificationisbasedonavariationoftheconservativecoalition

supportscorespublishedannuallybyCongressionalQuarterly.Thesupportscore

ofamemberwasdividedbythesumofhisorhearsupportandoppositionscores ,
whichremovestheeffectofabsences.MemberswhosescoreswereD-3Dwere

classifiedasliberals,31-70asmoderates,and71-100asconservatives.The

numberofmembersusedtocomputeeachpercentageisshowninparenthesesat

thetopofeachcolumn.

二
八
%
、
中
道
派
三
四
%
と
な
り
、
両
者

の
総
計

は
、

六
二

%
と
な

る
。
同
じ
く
、

一
九

八
三
年

の
第
九
八
議
会

で
は
、

共
和
党
議
員
に
お
け
る
保
守
派

の
台
頭

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

と
り
わ
け
、
南
部
民
主
党
議
員

に
占
め
る
保
守
派

の
急
落
と

中
道

派

の
着
実
な
進
出
を
通
し
て
、
進
歩
派
と
中
道
派
は
、

全
上
院
議
員
の
五
四
%
を
制
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
以
上

(
59

)

の
数
計
を
表
示
す

る
な
ら
ば
、
表

5
の
よ
う

に
な

る
。

こ
の

よ
う
に
、
あ
え

て
図
式
的

に
断
言
す
る
な
ら
ぽ
、
政
策

・
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
体
系

の
角
度

か
ら
、
最
近
に
お
け
る
議
会

に
、

視
線
を
照
射
す

る
と
き
、

上
下
両
院
の
い
ず
れ
も
、
進
歩
主

義

.
中
道
主
義
と

い
う
二
元

の
音
色
で
貫
か
れ
、

二

つ
の
音

色
が
互

い
に
共
鳴
音
を
響
か
せ
合
う
状
況
を
、
そ
こ
に
認
め

る
こ
と
が

で
き
る
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
新
た
な
大
都
市
地
区
選
出

の
下
院
議
員
は
、

平
均
し
て
、
郡
部
選
出
の
下
院
議
員
よ
り
も
、
進
歩
的
な
投

票
記
録
を
保
持
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
究
極
的

に
、

人

口

均
等
化
を
機
能
原
理
と
す

る
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化

の

政
策

・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
体
系

に
対
す

る
影
響
は
、
新
た
な
大
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表5上 院 に お け る政 策 ・イ テ オ ロギ ー 体 系 の 分 裂 状 況

85thCongress〔(1957-1958)andthelstSessionsofthe94th

CongressO979},and98thCongress(1983)]

$5thCongress{195?-1958)

Liberals

Moderates

Conservatives

94thCongressO975)

Liberals

Moderates
　
lConservatives

96thCongress(1979)
ロ

Liberals

Moderates
i

Conservatives

98thCongress(1983)

Liberals

Moderates

Conservatives

NOrthern
Dema-

crats

(N=27)

67%

19

15

(N=46)

85%

15

{N=43}

58%

37

5

(N=3a)

47

47

6

Southern
DemO.

crats

(N=22)

9%

27

64

(N=16)

19%

SI

(N=16}

31%

69

(N-11)

55%

45

All
Demo-

oats

(N=49}

41%

22

3?

(N算62)

63%

16

21

(N=59)

42

36

22

(N出46)

39%

39

22

Repub-

licans

All
Members

(N=47)

2%

26

72

(N=38)

16%

26

58

(N=41)

796

32

61

(N蕊54)

3096}

く.70
1
!

}(N=96)

22io

24

54

(N=100)

45%

20

35

(N=100)

28%

34

38

(N=10⑪>

20%

34

4fi

NOTE:The

scorepublishedannuallyby

memberwasdividedbythe

whichremovestheeffectof

classi丘edSSliberals,31-70

classficationisbasedonvariationoftheconservativecoalitionsupport

numberofpersonsusedtocomputeeachpercentage

scoresfor1957-195$werecalculated

CongressionalQuarterlyAlmanceforthoseyears.

fromtheCongressionalQuarterly

the1979scoresfromCongressionalQuarterly

p.198.The1983scoresare
KormanJ.Ornsteinetal.(Washington,

PubicPolieyResearch.1984}.

CongressionalQuarterly.Thesupportscoreofa

sumofhisorhersupportandoppositionscores,

absences.MemberswhosescoreswereO-30were

asmoderates,and71-100asconservatives.The

isshowninparenthses.The

fromtheappropriaterollcallslistedinthe

Thescoresfor].975weretaken

WeeklyReport,January24,19'16,p.174;and

Weekly1～eport,January26,1980,

from「 レ'italStatisticsonCongアP,SS,1984-1985,ed

D.C.:AエnericanEnterpriseIntitutefor
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都
市
地
区
選
挙
区
、

と
り
わ
け
、
郊
外
選
挙
区
、

に
お
け
る
選
挙
の
帰
趨

に
左
右
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
郊
外
及
び
都
市

・
郊
外
複
合

両
選
挙
区
選
出

の
民
主
党
下
院
議
員
が
、
進
歩
的
傾
向
を
、
他
方
、
同
じ
く
両
選
挙
区
選
出

の
共
和
党
議
員
が
、
保
守
的
傾
向
を
、

そ
れ

ぞ
れ
、
帯

び
る
と

い
う
よ
う
に
、

双
方

の
荷
電
す

る
政
策

・
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
体
系
が
、
直
角

に
交
叉
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
な

い
。

こ
れ
故
、

一
九
七
四
年

・
一
九
七
六
年

の
よ
う
な
民
主
党
大
勝

の
議
員
選
挙

(
一
九
七
四
年
、
下
院

・
民
主
党
二
九

一
ー
共
和
党

一
四
四
、
上
院

.
民
主
党
六
〇
1
共
和
党
三
七
、

一
九
七
六
年

・
下
院

・
民
主
党
二
九
二
ー
共
和
党

一
四
三
、
上
院

・
民
主
党
六

一
ー
共
和
党
三
八
)

で
は
、

多
く

の

進
歩
的
な
民
主
党
下
院
議
員
が
、
新
た
な
選
挙
区
で
選
出
さ
れ
た
。

こ
れ

ら
の
進
歩
派

の
民
主
党
下
院
議
員
と
、
最
高
裁
判
所

の
判
決

に

基
づ
く
選
挙
区
再
区
画
化
以
前

に
議
席

を
占
拠

し
て
い
た
郡
部
選
出
の
数
多

の
保
守
派
議
員
と
が
、

一
九
七
四
年

・
一
九
七
六
年

の
両
選

挙
を
通
し
て
、
互
い
に
回
転

し
て
入
れ
替

っ
た
。
他
方
、
共
和
党
圧
勝

の
議
員
選
挙
と
は
、
少
な

か
ら
ず
保
守
的

で
あ

る
共
和
党
下
院
議

員
が
、
新

た
に
再
区
画
化
さ
れ

た
議
席

の
多
数
を
支
配
す
る
こ
と
を
、
意
味
し
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
状
況

で
は
、
下
院
に
底
流

す
る
政
策

.
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
体
系
が
、
魔
術
的
な
変
容

を
遂
げ

る
と

い
う
事
態

は
、
ま
ず
、
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
郊
外
地
域
選
出

の
保
守
派
が
、
郡
部
選
出
の
保
守
派
に
、
代
替
し
た
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

第
四
は
、
係
争
問
題

へ
の
余
波

で
あ

る
。
現
代

に
お
け
る
都
市
政
策
問
題

は
、
格
別
の
重
要
性
を
有
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
以
前

に

お
け
る
下
院
議
員
議
席
数

の
不
公
正
配
分

に
対
す

る
反
対
者
は
、
下
院

に
お
け

る
郡
部
の
過
剰
代
表
性
が
都
市
諸
施
策

に
対
す
る
立
法
部

の
反
感
と
偏
見
を
招
く
に
至

っ
た
と
主
張
し
て
い
た
か
ら

で
あ

る
。

こ
う
し
た
反
感
と
偏
見
は
、
中
心
都
市
及
び
郡
部
両
選
挙
区
選
出

の

下
院
議
員

の
投
票
態
度
と
の
関
係

に
お
け
る
郊
外
地
域
選
出

の
下
院
議
員

の
発
声
投
票

(巨
}畠

=
〈
。邑

の
分
析

に
よ

っ
て
、

明
ら
か
に

(
60

)

な
る
と
い

っ
て
よ

い
。

こ
の
場
合

に
お
け
る
分
析

の
焦
点
は
、
選
挙
区
再
区
画
化
に
よ

っ
て
最
大

の
議
席
数
を
獲
得
し
た
、
郊
外
地
域
選

出
の
下
院
議
員

の
投
票
態
度

に
、
絞
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う
な
分
析
結
果

に
よ
れ
ば
、
人

口
均
等
化
原
則
の
適
用

に
よ
る
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化

の
衝
撃
は
、
数
種

の
係
争
問
題

に

lOb(274)
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対
す

る
下
院
議
員

の
投
票
態
度

の
力
学
的
均
衡

に
、
無
機
的
な
外
力
を
加
え
、

こ
れ

に
変
更
を
迫

る
に
至

っ
た
。
例
え
ば
、
郊
外
地
域
選

出

の
下
院
議
員
の
流
入
は
、
大
量
輸
送
交
通
機
関

の
整
備
に
対
す

る
下
院

の
支
持
を
増
大
さ
せ
、
逆

に
、
農
業
諸
施
策

に
対
す

る
支
持
を

低
下
さ
せ
た
。
ま
た
、
郊
外
地
域
選
出

の
下
院
議
員

の
多
数
老
は
、
幾

つ
か

の
係
争
問
題

に
つ
い
て
は
、
中
心
都
市
選
出

の
下
院
議
員
と

同

一
の
投
票
態
度

の
軌
跡
を
描
き
な
が
ら
、
他
方
、
他

の
係
争
諸
問
題

に
関
す

る
投
票

に
際
し
て
は
、
郡
部
選
出

の
下
院
議
員
と
共
同
歩

調

を
と
る
と

い
う
よ
う
に
、
郊
外
地
域
選
出

の
下
院
議
員

の
投
票
態
度

に
は
、

い
わ
ぽ
、
プ

ラ
ス
と

マ
イ
ナ
ス
の
錯
綜

し
た
複
雑
な
磁
場

が
、
形
成
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
総
じ
て
、
郊
外
地
域
選
出

の
下
院
議
員

の
増
大
が
、
都
市
諸
施
策

に
対
す
る
下
院

の
支
持
を
、
滑
ら

か
な

カ
ー
ブ
を
切
り
な
が
ら

上
昇
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
は
、
確

か
で
あ
る
。

「
強
制
バ

ス
通
学

(ぴ
蚤
躍
)
と
投
票
権

(<
。
牙
。q
「陣管
齢)
の
二

つ
の
係
争
問
題

に
関
す

る
郊
外
地
域
選
出
の
下
院
議
員

の
投
票
態
度
は
、

郡
部
選
出
議
員
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
中
心
都
市
選
出
議
員
の
投
票
態
度
と
軌
を

一
に
す

る
。
銃
砲
所
持
に
対
す
る
規
制

の
強
化
は
、
中
心

都
市
選
出
議
員

の
間
に
お
け

る
の
と
同
様
、
郊
外
地
域
選
出
議
員

の
間
に
お
い
て
も
、
全
く
当
然
視
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
農
業
関
係

諸
法
案

の
行
方
が
指
摘
す

る
と

こ
ろ
は
、
郊
外
地
域
選
出
議
員
が
、
中
心
都
市
選
出
議
員
よ
り
も
、
遙

か
に
、
農
業
支
持
施
策

の
拡
大
に

一
貫
し
て
反
対
し
、
農
民

一
人
当
り
の
報
酬

の
制
限

に
決
定
的

に
賛
成
す

る
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
…
…
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化

の

実
質
的
な
影
響
は
、

…
…
議
会
が
、

都
市

・
社
会
用
役
関
係
諸
法
案

(口
円げ
ゆ
口
ooO
O一⇔一
ロo①「<
瞳O①
h口
①9Qo質
「Φoo)
を
、

稻

々
、

積
極
的

に
採

択

す

る
に
至

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
都
市
立
法

へ
の
最
大
の
反
対
者

で
あ

っ
た
郡
部
地
域
が
、
選
挙
区
再
区
画
化

に
よ
る
最
大

の
敗
北
者
だ
と

い

っ
て
よ

い
。
…
…
今
後
、
下
院
議
員
選
挙
区
全
体
を
支
え

る
基
盤
は
、
都
市

に
特
有

の
係
争
諸
問
題

に
対

(
61

)

す

る
寛

大

な
支

持
が

順

当

に
得

ら

れ

る
郊
外

地
域

へ
と
、

推
移

し
て
ゆ
く

で
あ

ろ
う
」
。

以

上

で
あ

る
。

こ
う
し

て
、

一
九

六
〇

年
代
後

半

に
至

る
ま

で
、
議

会

に
は
、

郡
部

地
域
が

、

過
剰

に
代
表

さ
れ

て

い
た
。

し

か
し
、

そ
れ

以
降
、

議

(Z75)lag



(
62

)

会

に
お
け
る
郡
部
地
域

の
過
剰
代
表
性
は
、
大
部
分
、
消
滅
す

る
に
至

っ
た

の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、

一
九
八
〇
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
を
基
礎

に
、
下
院
議
員
選
挙
区
は
、

再
区
画
化
さ
れ
、
下
院
議
席
数

は
、
諸
州

の
間

に
、

再
配
分
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
再
配
分

の
基
底

に
深
く
流
れ
る
整
序
原
理
は
、

一
九
六
〇
年
代
後
半

・
　
九
七
〇
年
代

に
お
け
る
の
と
同
様
、

(
63

)

人

口
均

等

化
原

則

に
ほ

か
な

ら
な

い
。

一
九

八
〇

年

の
国

勢
調

査

以
降
、

前

回

一
九

七
〇
年

の
国
勢
調

査

以
来

の
諸

州
間

に
お
け

る
人

口
の
移
動

に
と
も

な

い
、
下

院
議

席
四

三
五

の
う

ち

の

一
七
議

席
が

、

新

た

に
再

配
分

さ
れ

た
。

す

な
わ

ち
、

イ

ソ
デ

ィ
ア
ナ
、

マ
サ
チ

ュ
ー

セ

ッ
ツ
、

ミ
シ
ガ

ソ
、

ミ
ズ

リ

ー
、

ニ
ュ
ー
ジ

ャ
ー
ジ

ィ
ー
、

そ
し

て
南

ダ

コ
タ

の
六
州

は
、

一
議
席

を

失

っ
た
。

ま
た
、

イ

リ

ノ
イ
、

オ

ハ
イ
オ
、

そ
れ

に
ペ

ソ

シ
ル
ヴ

ェ

ニ
ア
の
三

州

は
、

一
一議

席

の
減
少

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
州

は
、

相
対
的

な

人

口
減

に

よ
り
、

五
議

席

を
喪

失

し
た
。

他
方

、

人

口
増

に
よ

っ
て
、

ア
リ
ゾ

ナ
、

コ

ロ
ラ
ド
、

ネ

ヴ

ァ
ダ
、

ニ

ュ
ー

メ
キ

シ

コ
、

オ

レ
ゴ

ソ
、

テ
ネ

シ
ー
、

ユ
タ
、

そ

し

て
、

ワ
シ

ソ
ト

ソ
の
八
州
が

、

一
議

席

を
、

ヵ

リ

フ

ォ
ル

ニ
ア
州
が

、

二
議

席
、

テ
キ

サ

ス
州
が

、

三
議

席
、

そ

し
て
、

フ

ロ
リ
ダ
州

が
、

四
議

席
を
、

そ
れ
ぞ

れ
、

新

た

に
獲
得

し
て

い
る
。

一
九

五
〇
年

、

一
九

六
〇

年
、

一
九

七
〇

年
、

そ
れ

に
、

一
九

八
〇

年

の
各
国

勢

調
査

の
結
果

を

(
64

)

算
定
基
礎

に
、
各
州

に
配
分
さ
れ
た
下
院
議
席
数
を
表
示
す
る
な
ら
ば
、
裏

8
の
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
て
、

一
九
六
〇
年
代
後
半
ー

一

九
七
〇
年
代
、
そ
し
て
、

一
九

八
〇
年
代
に
お
け

る
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化
の
結
果
、
今
日
の
下
院
議
員
選
挙
区
は
、
ほ
ぼ
同
数

の

(
65
)

人

口
を
保
持
す

る
に
至

っ
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
後
半
以
来

の
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化
は
、
各
下
院
議
員
選
挙
区

に
お
け
る

一
票
の
比
重
を
、

よ
り
均
等
化
し
た
と

い
う
意
味

に
お
い
て
、

そ
れ

は
、
積
極
的

に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ

の
こ

と

は
、

《
一
人

・
一
票
》
原
則

の
崇
高
な
光
輝
あ

る
側

面
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
視
点
を
逆
に
と

れ
ば
、

《
一
人

・
一
票
》
原
則

が
、

下
院
議
員
な

い
し
下
院
議
員
候
補

に
と

っ
て
、

願
わ
し
か
ら
ざ

る
反
発
と
呪
誼

の
側
面
を
、
同
時

に
兼
ね
備
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
、

ま
た
、
事
実
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
下
院

1142?6)
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表8各 州に配分 された下院 議席数1950,196④,1980,1980

HOuseSeats Housefeats

1950 X960 X970 ・"i 1950 1960 1970 ・'!

Ada. 9 8 7 7 Mont. 2 2 2 2

Alaska ■ ●● 1 1 1 Neb. 4 3 3 3

Ariz. 2 3 4 5 Nev. 1 1 z 2

Ark. 6 4 4 4 N.H. 2 2 2 2

Calif. 30 38 43 45 N.J. 14 15 15 14

Coio. 4 4 rJ 6 N.M. 2 2 2 3

Conn. 6 6 6 6 N.Y. 43 41 39 34

Del. 1 1 1 1 N.C. 12 11 11 11

Fla. 8 12 15 19 N.D. 2 2 1 1

Ga. 10 10 io 10 oho 23 24 23 21

Hawaii ... 2 2 2 Okla. s 6 s 6

Idaho 2 2 2 2 Ore. 4 4 4 5

In. 25 24 24 22 Pa. 30 27 25 23

Ind. 11 11 11 10 R.i. 2 2 2 2

Iowa 8 7 6 6 S.C. s 6 6 6

Kan. 6 5 5 5 S.D. 2 2 2 1

Ky. 8 7 7 7 Tenn. 9 s 8 9

La. S 8 8 S Texas 22 23 24 27

Mainel3 2 2 2 Utah 2 2 2 3

Md.…7 8 8 S Vt, 1 1 1 1

Mass.14
1 12 12 11 Va. 10 10 10 10

.Mich.11S I 19 19 18 Wash. 7 7 7 8

inn.9
1 8 8 8 W.Va. 6 5 4 4

Miss・16 5 5 5 Wis. 10 10 9 9

Mo.旨11 10 io 9 Wyo. 1 1 1 1

Source:StatisticalAbstractoftheUnitedStates19?6,and198?.

議
員

選

挙

区

に
お

け

る

「
人
口
の
均
等
化

と

い
う

目
標
は
、
他

の
目
標
を
犠

(
66

)

牲

に
し
て
達
成
さ
れ
た
」

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
現
出

し
た
の
が
既
に
他
に
お
い

(
67

)

て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
下

院
議
員

の

「
政
治
体
系

に

お
け
る
孤
児
」
化
の
助
長

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ

を
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う

(
68

)

に
な

る
。

自

然
発

生
的

な
政
治

的

共
同
社
会

(歪
g
邑

℃
。
蒙

・

。巴

8
旨
ヨ
§
ξ
)
よ
り
も
、

む
し

ろ
、

単

な

る
人

口
の

み
を

、
認

識

の
射
程

に
収

め

る
議
員

選

挙
区
再

区
画

(2?7}111



化

の
線
引

き

は
、

同

一
選
挙

区
内

に
居

住
す

る
と

い
う

一
致

点

を
除

け
ぽ

、
何

の
共
通
点

を
も

見
出

し
得

な

い
人

々
か
ら
合
成

さ
れ

る
選

挙
区

の
増
大

を
招

い
た
。

今

日
、

下

院
議
員

選

挙
区

の
境

界
線

が
、

そ

れ
を
焦

点

と

し
て
政

党
が

組
織

化
さ
れ

る
と

こ
ろ

の
、

市
、

郡
、

州
立

法

部
下
院

議
員

選
挙

区

の
ご
と
き
、

地
方

に
お
け

る
政
治
的

区

画

の
描
線

と

一
致
す

る
可
能

性

は
、

以

前

に
も

ま
し
て
、

一
段

と
乏

し
く

な

る
に
至

っ
て

い
る
。

《
一
人

.

一
票

》
原

則

に
は
、

従

っ
て
、

下

院
議

員
選

挙
区

に
お
け

る
人

口
の
均

等
化

に

対

す

る
過
剰

な

尊

重

と
、

郡

の
境

界
線

の
ご

と
き

政
治
的

区
画

に
対
す

る
尊
重

の
捨

象

と

い

っ
た
、

相
反
す

る

二

つ
の
映
豫

が
、

一
つ
に
結

び

つ
い
て

い
る
。

こ
う

し

た

こ
と
か

ら
、

《
一
人

.

一
票
》

原
則

の
制
度
的

具
象

化

で
あ

る
下

院
議
員

選
挙

区

は
、

経

済
的
、

あ

る

い
は
、

地
域

的
、

も

し

く

は
、

政

治
的

な
、

現
実

の
利
益

共
同
体

(「o巴

8
日
ヨ
庫
巳
嵩
Φ。。
o
h
ぎ
9
話
。。什)
の
風
土

の
影
を

、

深

々
と
感

じ

さ

せ

る
こ
と

の
な

い
、

と

い

(
69

)

う

よ

り

は

、

む

し

ろ

、

こ

れ

か

ら

絶

縁

さ

れ

た

、

「
人

工

物

」

(髄
「件一b
Oゆ
一
〇
吋O
髄
ゴ
」悼①
)

と

い

っ

て

よ

か

ろ

う

。

図

2

の

ニ

ュ
ー

ジ

ャ

ー

ジ

ー

州

(
70

)

に

お

け

る

下

院

議

員

選

挙

区

図

(
一
九

八

〇

年

)

に
示

さ

れ

る

よ

う

に
、

下

院

議

員

選

挙

区

図

は
、

「
幾

つ
も

の

水

域

と

重

複

し

」
(。
〈
①
「ξ

げ
。
ら
.
。。
。
{
毛
帥
齢。
.
)
、

数

多

の
郡

を

「
滑

ら

か

に
通

り

抜

け

」

(。,
一窪

①
二

ご
8

σ・
ず
)
、

「
薄

い
土

地

の

皮

膜

に

よ

っ
て

不
安

定

な

状

態

で

接

着

し

て

い

る
」

(訂
蕗

櫛。
σq
Φ
臣
Φ
『
嘆
㊦
畠
ユ
。
自
ξ

ξ

藷

昌
日
㊥
日
訂
。。
零
。。
。
h
一国
民
)

と

こ

ろ

の
、

「
蛇

状

選

挙

区

」

(。・2
儲
蝕

莞

山
剛。。
三
。
浄。。
)
か

ら

構

成

さ

(
71

)

れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
《
一
人

・
一
票
》
原
則

の
、

い
わ
ぽ
、
原
本
そ

の
も

の

へ
の
固

い
信
従
と

そ

の
素
朴
な
直
訳
の
結
果
、

本
来
な
ら

ぽ
有
機
体
で
あ
る
べ
き
筈

の
下
院
議
員
選
挙
区
を
、
あ
え
て
窒
息
さ

せ
、
仮
死
状
態

に
追

い
こ
み
、

こ
れ
を
剥
製
化
し
た
も

の
に
ほ
か
な

ら
な

い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
不
断

に
変
化
す
る
ガ
ス
状
星
雲

の
流
動
状
態

に
あ

る
現
実

の
政
治

・
社
会

・
経
済
上
の
趨
勢

か
ら
、
下

院
議
員
選
挙
区
を
隔
離

し
孤
立
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
政
党
組
織

の
地
域
的
基
礎

か
ら
切
断
さ
れ

て
い
る
下
院
議
員
候

(
72

)

補
は
、
選
挙

に
お
け
る
勝
利

の
確
保
を
目
ざ

し
て
、
自
己

に
対
す

る
支
持
集
団
と
同
盟
者
と
を
自
ら

の
手

で
造
出
し
、

こ
れ
ら

の
支
持
と

協
力

の
態
勢

の
下

に
、
独
自

の
個
人
的
な
選
挙
組
織
を
、

号

昌
o
<
o

に
鍛
造
し
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
ら
は
、

恰
も
ブ

ラ

ッ
ク
ホ
ー

ル
に
惹
き
寄
せ
ら
れ

る
よ
う

に
、
「
政
治
体
系

に
お
け
る
孤
児
」

に
収
敷
す

る
回
路
に
、

お

の
ず

と
誘
導
さ
れ
て
ゆ
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図2ニ ュー ジ ャー ジ州 に お け る下 院 議 員選 挙 区1980
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く

o

こ
れ

は
、

《
一
人

・

一
票
》

原

則

に
内

在
す

る
根
源

的

な
背

理
と

い
え

よ
う
。

(紙
数

の
制
約
に
よ
り
以
下
次
号
)
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色
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♂
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囲げ
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d
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屈

ユ
日
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o
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O
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日
ヨ
φ
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冨
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匡
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9

サ
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・

(
3
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轟

U
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職
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噂
ω
冨

9
ゴ

ぎ

留

葛

仲ρ

竃

四
『昏

bo
ρ

一
縮

9

ヨ

O
q
甫

鳶

鴇
皆
ミ
N、
沁
象
ミ

鼻

§

、・
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爲

・
慧

ト

這

黎

・
》

呂

鵯

・

=
o
旨
団

い
山
器

さ

§

馬

》

ミ
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帯
自
暑

㌔
も
ミ

魯
ミ

砂

無
鳴
ミ

§

早

負
誠

ミ

§

㍉
ミ

q
ミ

黛

ミ

建

肉
愚
ミ
ミ
尋

ミ

き

免

O
、
恥
ミ

⑦
ミ

ミ

ヒ

遣

ミ

・
や
や

一
蕊

-
旨

ド

(
4

)

。。
①
①

o
豊

峯

舅

。

窪

"

畢

。
き
窃

炉

蜜

σ・
9

》
ミ

§

§

ぎ

ミ

ら
ミ

、
ミ

ミ

ミ

9

ミ

監ミ

§

職

o
§

§

霧

・
竈

舜

弔

§

幽
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・
磐

告

ぎ

§

ミ

、
寄

帖
ミ

蕊

§

》
§
魁
、
驚
ミ

O
q
ミ
蜜
9

肉
魯

、
鳴
越
ミ

ミ

鳶
醤

葛
養
栽

肉
覇
ミ
ミ

苛
遷
M
這

遷

-
"
》
鵯

Qo
i
ω
o。
一
.

な

お

、

こ

こ

に

い

う

最

も

人

口
稀

薄

な

二

六

州

は

、

一
九

八

五

年

の

時

点

で

、

次

の

よ

う

に

な

る

。

(憩

ミ

装

笥
ミ

ム
い
無
、
§

帖

ミ

ミ

馬

q
著
篭
民

盟

ミ

"

宅

。。
8

曾

・

"
篭
ご

や
』
bo
.
)

既

述

の
九

州

の

ほ

か

に

、

ニ

ュ
ー

ハ

ソ
プ

シ

ャ

ー
、

ア

イ
ダ

ホ

、

ハ
ワ

イ

、

メ

イ

ン
、

ニ

ュ

:

メ

キ

シ

コ
、

ネ

ブ

ラ

ス

カ

、

ユ
タ
、

西

ヴ

ァ
ー

ジ

ニ
ア

、

ア

ー

ヵ

ソ

ソ

ー
、

カ

ソ

サ

ス
、

ミ

シ

シ

ッ
ピ

1

、

オ

レ

ゴ

ソ
、

ア

イ

ナ

ワ
、

コ
ネ

テ

ィ

カ

ッ

ト

、

ア

リ

ゾ

ナ

、

コ

ロ

ラ

ド

、

ナ

ク

ラ

ホ

マ
、

以

上

で
あ

る

。

(
5

)

鵠
・
い
鶴

Φ
「
噂
§

ミ

ニ

弓
・
H
O
。。
.

上

院

に

お

け

る

勢

力

関

係

は

、

人

口
数

の
問

題

よ

り

も

、

む

し

ろ

、

利

益

の

問

題

に

し

た

が

っ
て

決

定

さ

れ

る

こ

と

を

説

き

、

上

院

に

お

け

る

小

州

支

配

の

現

実

を

否

定

す

る

見

解

と

し

て

、

以

下

参

照

。

=

蕊

留

鳩

閑
o
σq
①
昼

§

馬

》
ミ
罵
、
軸熔
Q
蕊

恥
§

ミ
き

」
爲

9

≧

①
鴇

コ
ユ
霞

審

bd
8
冨

r

.、幻
o
巷

醤

三

8

日
①
茸

隅
民

=

げ
¢
寅
一

竃

濤
訂

.、・

ぎ

O
も
ミ
ミ
§

、ミ

ざ

竈

、・
器

曾

謡
軸

一
矯
q
恥
y

甥
弓
躯

Qo
Q◎
1
劇
OQ
Φ
・

(
6

)

即
。
α・
巽

口
顧
O
騨。
邑

善

騨
乱

≦

簿

①
こ

●

9

①
。・・
Φ
r

9

鳶

鳶

砺
恥

§

魁

蓼

さ

ミ

§

噛
竈

。。
卜

葛

㊤
・

図

1
の
貧
困
線

(唱
く
。
旨
罵
一貯
・
)
以
下

の
貧
窮

者

の
全
人

口
に
占

め
る
比
率

に
明

ら
か
な
よ
う

に

(ω
ゆ
目
臣
一
〇
・
頴
§

箒
。
炉

菊
o
督q
2

国
・
O
薯
匡
8
P

帥
民

閑
窪
匹
髄
=

切
.
幻
一竺
¢
ざ

冨

§

、
恥

、
曳
慈

ミ

§

㌧§

顎

恥
ミ

価
猟

、

這

。。
黛

雫

宅

い
.)
、

今

日

、

貧

困

層

は
、

F

・
D

・
ロ

ー
ズ

ヴ

ェ
ル

ト

(
司
冨
昌
配

言

q

困
o
o
・。
①
<
①
ε

、

H

.
S

・
ト

ル
ー

マ
ソ

(鵠
印旨
網
ω
.
目
毎
ヨ
碧

)、

D

・
D

・
ア
イ
ゼ

ン
ハ
ウ
ア
ー

(ワ
乱
。q
露

U
.
康
。。窪
ぎ

≦
興
)、

な
ど

の
時
代
よ
り
も
、
確
実

に
減
少
し
て
い
る
。

と
り
わ

け
、
南

部
は
、
三
〇
年
以
前

に
較

べ
、
著

し
く
富

裕
と

な

っ
て
い
る
。

ミ
シ
シ

ッ
ピ

ー
、
ア
ラ
バ

マ
、
そ
れ

に
、
南

カ
ロ
ラ
イ
ナ
な
ど
の
諸
州
で
は
、

一
九
五
〇
年
代

に
お

い
て
す
ら
、
赤
貧
洗
う
が
ご
と
き
状
態

は
、

白
人

・
黒
人

の
双
方

の
間

に
、
恒
常
的

に
認
め

ら

れ

た
。
公
民
権
法

(O
署
巴

幻
㎡
ぽ
。。
>
8

の
制
定
と

い
う
後
代

の
潮
流

に
乗

っ
て
、
全
国
規
模

の
巨
大
企
業
に
よ

る
南
部

へ
の
進
出
が
、
快
挙
と
さ
れ
る
時
点

に
至

る
ま

で
、
南
部
が
、
豊

饒
な
国
家

の
境
界
内

に
位
置
す
る
事
実
上
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の
貧
困
な
国
家

と
評
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、

必
ず

し
も
誇

張
的
表
現

で
は
な
か

っ
た
。
例

え
ば
、

ア
ラ
バ

マ
州
に
お
け
る

一
人
当
り

の

年
収

は
、

一
九
四
〇
年

に
、
全
国
平
均

の
四

七
%

に
す
ぎ

な
か

っ
た
。

一
九

六
〇
年

に
は
、

そ
れ

は
六
九

%
に
な
り
、

一
九
八
〇
年

に
七

九
%
、

一
九

八
五
年

に
は
七
七
%
と
な

っ
て

い
る
。
け

れ
ど
も
、

ア
ラ
バ

マ
州

は
、

一
九

四
〇
年

の
時
点

で

旧
南
部
同
盟
諸
州

(晋
①

o
匡

◎
冒
霞

①
冨
o
圃
)

の
な
か
で
、

最
も
貧
困

な
州

で
は
な

か

っ
た
。
ま
た
、
現
在
で
も
、

こ
う
し
た
諸
州
に
お
け
る
最
も
富
裕

な
州

に
、

必
ず

し
も
最
短
距
離

に
あ
る
わ
け
で
も
な

い
。

こ
の

こ
と

は
、
も
と
よ
り
、

ア
ラ
バ

マ
州

は
、

二
昌
ー

ヨ
ー
ク
州

〔
一
九
八
五
年
現
在
、

}

人
当
り

の
年
収

一
六
、
〇
五
〇

ド

ル
、
全

国

平
均

(
一
三
、

八
七
六
ド

ル
)
の

一
一
六
%
〕

や
カ
リ

フ
ォ
ル

昌
ア
州

(同

一
六
、
〇

六
五

ド
ル
、

同

一
一
六
%
)
と
同
じ
く
、
富
裕

で

あ
る
と

い
う

こ
と
を
意
味

す
る

の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
最
近
二
〇
年

の
間

に
、

ア
ラ
バ

マ

州

に
お
け
る
市
民
が
北
部
及
び
西
部

に
お
け

る
諸
州

の
市
民
と
ほ
ぼ
同
程
度

の
生
活
水
準

に
達
す
る

に
至

っ
た
と

い
う

こ
と
を
、
単

に

意
味
す

る
。

(≦
薫

鋤
ヨ

竃
.
じ
§
。F

寒
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島
9
)
今
日

の
ア

メ
リ
カ

で
は
、
生
活
状
態

の
局
面

に
お
い
て
も
、

こ
う
し

た
全

国
化

・
同
質
化

の
現
象
が
広
く
認

め
ら
れ
る

。

(
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)

⇔
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謡

含

昌
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㌧
、
§

、
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N
ま

鮮

都
市
地
域
と
郡
部
地
域

に
関

す
る
国
勢

調
査

の
定
義

は
、
次

の
通

り
で
あ

る
。

(9
ミ
軸.軌ミ
ミ

念

尋
、ミ

ミ

§

q
ミ

ミ

9
§

こ

鳴
。。
団
・
。
掌

鼻

二

署
5鱒
ム
.)

一
九
八
〇
年

に
お
け
る
国
勢
調
査
が
規
定
し
た
定
義

に
よ
れ
ば
、
都
市
人

口
と
は
、
㈲
拡
大
都

市

(O
】【けO
口
飢
①山
O一一附Φg血)

に
お
け

る
郡
部
人

口
を
除

ぎ
、
都
市

(審

二
霧
)
、
村

(ぐ
一一寓
σq
Φ。・)、
自
治
町
村

(ぎ
お
轟
訂

)
(
ア
ラ

ス
カ
州
及
び

ユ
ユ
ー

ヨ
ー
ク
州
を
除
く
)
、
そ
れ
に
、
郡
区

(8
毛
諺
)
(
ニ
ュ
ー
イ

ン
グ

ラ
ソ
ド
諸
州
、

ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
州
、
そ
し
て
、
ウ
イ

ス
コ
ソ
シ
ソ
州
を
除
く
)
と

し
て
法
人
化

さ
れ

た

(ぎ
8
壇唱
量

巴

)
人

ロ
コ
五
〇
〇
以
上

の
地
域
、
㈲

国
勢
調
査
が

と

く

に
指
定

し

た
人

口
二
五
〇
〇

以
上

の
地
域

(以
前

に
法
人
化

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
地
域
)
、
◎
法
人
化

の
有
無

を
間
わ
ず
、
都
市
地
域

(口
H一り麟踵
一N①
ユ
PHΦ臼
o謄)
に
包
含
さ
れ
る
そ

の

他

の
地
域
、
以
上

の
並
地
域

に
居
住
す

る
す

べ
て

の
人

々
を
含
む
。

い
う

と

こ

ろ

の
都
市
地
域
と

は
、
中
央
都
市

(8
暮
乾

。ξ

)
も

し
く

は
中
核
都
市

(8
鼻
邑

8
器
)
と
こ
れ

に
隣
接
す
る
人

口
稠
密
な
地
域

の
双
方
か
ら
成

り
、

そ
の
人

口
が

五
万
以
上
で
あ

る
地
域
を
指
す
。

一
九
五
〇
年
以
前

に
お
け

る
国
勢
調
査

で
は
、
都

市
人

口
と
は
、
人

口
二
五
〇
〇

以
上

の
法
人
化
さ

れ
た
地
域
及
び
人

口
の
規
模

と
密
度

に
関
す
る

特
別
規
則

の
下

で
都
市
部

と
分
類

さ
れ
た
地

域
に
居
住
す
る
す
べ
て

の
人

々
を
総
括

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
都
市
人

口
の
基
準

を
改
正
す
る

た

め

に
、

国
勢
調
査
局

(岳
Φ
ロd
漏
器
警

o{
昏
Φ
0
窪
践
。。)
は
、

一
九
五
〇
年

に
、
都
市

地
域

の
概
念
を
採
り

い
れ
、
法
人
化
さ
れ
て
い
な

い
地

域

に
つ
い
て
境
界
線

を
確
定
し
た
。

こ
う
し
た

一
九
五
〇
年

の
定
義

は
、

一
九
六
〇
年

に
些
少

な
修
正

を
受
け
た
ほ

か
、

一
九
七
〇
年

に
拡
大
都
市

の
概
念
を
導

入
し
、

一
九

八
〇
年

の
国
勢

調
査

の
た
め
に
、
都
市

地
域

を
、
複
数

の
小
中

心
都
市
を
基
軸

に
定
義
さ
れ
得
る
よ
う

に
、

都
市
地
域

の
定
義
基
準

を
変
更
し
た
こ
と
を
除
く

な
ら
ば
、
実
質
的

に
修
正
を
蒙

る
こ
と
な
く
今

日
ま
で
存
続

し
て
い
る
。
す
べ
て
の
定
義

に
お
い
て
、
都
市
人

ロ
と

分
類

さ
れ
な

い
人

口
が
、
郡
部
人

口
と
な
る
。
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同
様
に
、

一
九
六
二
年

の
時
点
に
お
い
て
も
、

ミ
シ
ガ
ソ
州
に
お
け
る
最
も
人

ロ
稠
密
な
下
院
議
員
選
挙
区

(
八
〇
万
二
九
九
四
名
)
は
、
最
も
人

口
稀
薄
な
下
院

議
員
選
挙
区

(
一
七
万
七
四
三

一
名
)
の
約
四

・
五
倍
の
住
民
を
有
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
、
下
院
議
員

】
名
を
選
出
し
て
い
た
。
同
じ
く

一
九
六
二
年
の
時
点
で
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州

の
場
合
、
最
も
稠
密
な
下
院
議
員
選
挙
区

(
七

一
万

一
〇
四
五
名
)
は
、
最
も
人
口
稀
薄
な
下
院
議
員
選
挙
区

(一
一四
万
三
五
七
〇
名
)
の
二

・
九
倍

の
住
民
数
を
擁
し
、
南
ダ

コ
タ
州
場
合
は
、
そ
れ
が
二

・
七
倍

(四
九
万
七
六
六
九
名
対

一
八
万
二
八
四
五
名
)
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
、
郡
部
人
口
が
、

都
市
部
及
び
郊
外
地
域
の
住
民
の
犠
牲
の
う
え
に
議
会
に
過
剰
代
表
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
当
時
に
お
け
る
選
挙
区
画
の
不
公
正
配
分
全
体
を
凝
縮
し
た
雛
型
が
明
確

に

浮

彫

り

さ

れ

て

い

る

。

(O
僧
q

O
.
智

8
げ
8
P

罫

、
ミ
き

冨

ミ

O
§
磯

ミ

鈎
脳§

ミ

寒

ら
騎
§

'
吋
ミ
馬
馬
猟

噛
N
鵠

3

ワ

一
bQ
・

O
§
唄
、
翁
蔑
§

ミ

O
§

蕊
ミ

馬◎
、始
O
黛
ミ

言

9

9

寒

ら
登
§
胡
や
遣

胡

噛
マ

器

O
.
)

(
24

)

望

ぎ

「
〈
`
O
餌
罫

もo
.ρ

認

拝
興

8
瓢

φ
r

箇
r

o
や

6
剛枠二

寧

器

歯

劇
.
冨

「
q

ζ
`

曽

ゴ
奢
p
ダ

O
ぎ

譜

、鳶

、
黛
蝋馬
ミ

諺

ミ

O
q
蹟

、
題
豊
§

ミ

㌔
ミ
き
酎
吻

誌

軸
9

唱
・N
N

な

お
、

既

述

の

F

・
フ

ラ

ン

ク

フ

ァ
ー

タ

!

裁

判

官

は
、

当

該

判

決

に

お

い

て

、

従

来

か

ら

の

不

干

渉

主

義

の
立

場

に
固

執

す

る

少

数

意

見

を

代

表

し

、

次

の

よ

う

283)117



.-.

39
)

　 　 　 ノへ 　 ノへ 　 　

38373fi3534333231
))))))))

に

述

ぺ

て

い

る

。

角

「睾

謀

弓
§

臣

馨

三

一=
σq

{δ

ヨ

ロ¢
路

醇

〈
.
O
費
H
.
芝

・
7
一・

[
§

。
互

§

恥

〉
可
壁
§

ミ
軸.鴛

嵩
§

ミ

』
§
ミ

帯
§

、
ミ
ミ

ら
卸

召

・
6
一⇔
こ

署

・
区

㌣

謀

ω
)̀

「
わ

が

国

の
憲

法

の
下

で

は
、

い

か

な

る

政

治

的

被

害

に

対

す

る

救

済

手

段

も

、

存

在

し

て

い

な

い

。

我

が

国

の
ご

と

ぎ

民

主

主

義

社

会

で

は

、

〔
政

治

的

〕

救

済

は

、

国

民

代

衷

の

良

心

に

明

瞭

な

刻

印

を

残

す

人

々

の

覚

醒

さ

れ

た
良

心

を

通

し

て

形

象

化

さ

れ

た

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
」
。

(
25

)

『

罫

留

げ
蕾

げ
'
β

鼻

ニ

ウ
・。
8

(
26

)

O
冨
圃

く
.
留

&

。
「
。。
噂
ω
謁

d
・。。
・
ω
⑪
。。

(
む

o
。。
)
.
ピ
.罫

曽

罫

}

。
唱
・
。
剛陣
こ

急

S

(
27

)

≦

。
冨

鉱

団
。
善

"q
矯
ト
ミ

ミ

§

寒

馬§

ミ

℃

ミ

O
§

鷺

暗

蕊

§

賎

田

ミ

鴨.§

動
礼

題

コ

巳

り
・。
・

(
28

)

幻
曙

邑

銚
。。

ぐ
.
Qゆ
ぎ

。。
℃
ω
謡

¢
.。。
・
器

ω

(
お

罐

y

(
29

)

審

春

&

。・

く
・
Q。
言

。。

(
笛

忠

)
匿
智

幕

=

騨
民

℃
豊
聾

8
炉

9

辱
鼻

こ

三

。。
・

(
30

)

詔

看

島

雲

・
も。
冒

。・

(
這

⑦
"
)
・
≦

。
匿

巴

客

O
慧

巴
8
昌

函
巳

≦

麟
一罵

男
・
匡

自

℃
ξ

噂
ト
ミ

ミ

§

b
§

ミ

ミ

§

§

香

ミ

b
迷

。。
恥
毛

・・。
O
O
.
甘

墓

=

騨
巳

寄

穽
・
馨

P

。
㍗

。
沖
二

噂
」

。。
・

寄

看

邑

。。

4
5
⑳
ぎ

。。

(
冨

2

γ

㎞
㊥
蓄

=

脅。
己

勺
畏

。
邑

ヨ

。
℃
・
。
置

噂
」
。。
"

ノヘ ノへ 　

424140
)))

 

(43
)

}
窒

①
=

陣
巳

諄

#
o
毯

㌍

壽

冨

胃
圃

く
・
留

民

Φ
冨

壽

。。
冨

旨
圃

く
9
留

匙

。
諾

Qり
b

・

騨

け
仲興

8

昌

o
件

㊤
r

≦
-畢

胃
嘱

く
.
留

民

窃

壽

駒・冨

旨

網

く
・

留

乱

。
閉

ρ

ρ

智

8
げ
巴
P

。
や

鼻

'

閑
葬

蔓

誉

犀

く
竜

謡
匠

。
ぴ

8

。
ξ

唱
.
①
・。
.

≧

日
ヨ
o

侮
民

d
5
σq
p

寧

冨

く
.
≦

①
帥器
ジ

自

b。

ζ
9。
冨

翻

く
.
国
o
詔
o
詳

ミ
§

§

始

幅
塗

さ

唱
・
ω
9

壽

窃
8

β

g

二

や
』

。。
・

ω
禽

d
.oり
.一

(
一
㊤
O
劇
)
・

(
一
㊤
罐

)
・

罫

0
5

葭

①
w

。
Ψ

。
剛峠
二

℃
b・。
O
O
・

β

鼻

二

㌘

b。
ω
.

(
お

忠

γ

ω
・ρ

℃
。。
幕

毯

コ

Φ
齢

ゆ
r

。
唱
.
9

`

掌

b。
ω
、

(
ち

忠

)
.

い
.ζ

・

留

げ
毒

げ
.
。
や

。
搾
二

灼
・・。
8

鴇

β

=

山

N
・
}
①
蓄

=

・
且

℃
脚
#
睾

8

噛
。
唱
・

葺

二

巳

刈
.

ω
課

d
・Q。
.
認

①

(
お

8

y

竃

齢}

O
.

≦

飼

β

。
睡r

箸

・・。
ミ

ー
隠

。。
●
智

壽

=

、

q
ミ

軸.ミ

、

、
ミ

欝

ミ

吻

§

d
・Qo
.

刈
Q。
ω

(
一
ミ

ω
)
・

自

O

d
・ω
.

。。
窃

(
一
零

ω
)
.

。。
巳

峯

嫡
。。
§

耳

β

9

.
噂
サ

曽

h。
.

》
ミ

ミ

鼻

β

鼻

二

掌

b。
。。
b。
・

壽

琶

=

⇔
民

峯

轟

。
巳

9

召

。
幽蒔
二

壽

ぎ

ロ

暫
民

コ

凝

①
邑

自
"
暑

噛
。
ぞ

p
乱

℃
峯

Φ
「
。。。
p

。
甲

鼻

.も

」

。。
・
冒

く
隅岱
。。。
記

民

9

窃

§

犀
頃

唱

●舘

〒

舘

・。
.

掌

竃

b。
.

幻
。
邑

瓢

国
.
ξ
目
層
ミ

§

§

ぎ

ミ
蕊

㍉
O
ぎ
彊

.轟

寒

-

118(284}



公共政策決定過程におけるアメリカ大統領及び議会の機能位相 ㈲
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あ
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複
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コ
ネ
テ

ィ
カ

ッ
ト
州
立
大
学

(d
三
く
①
邑
信

。
{
9

糞
窪

凶舞

)

の
H

・
L

・
ラ
イ

タ
ー

(=
o
蓄

a

『

図
①ぎ

「)
教
授

は
、
最
近

に
お
け
る
上
下
両
院
員

の
政
策

.

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
体
系

の
帯
有
度
を
、

独
自
に
開
発

し
た
方
法

に
よ

っ
て
測
定
し
、

こ
れ
を
数
値

で
表

わ
し
て

い
る
。

(犀

炉

閑
①凶δ
亭
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馬§

§
ミ

寒
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§
恥
ミ

O
§

ミ
ミ
馬
雲

、
苛
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」
鵠
コ

"
Ψ
霧
り
-
ミ
b。
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そ

の
測
定
方
法
と
は
、
進
歩

主
義

の
立
場
に
た

つ
市
民
団
体

で
あ
る

「
民
主
的
行
動

の
た
め
の

ア
メ
リ
人
連
合
」

(〉
ヨ
。
ユ
B
冨

♂
同
9

旨
8
「陣
ユ
6
>
。紳冒
ロ
)

(》
σ
〉
)

と
同
じ
く
保
守
的
な
市
民
団
体
で
あ

る

「
立
憲
行

動

の
た
め
の
ア
メ
リ

ヵ
人
連
合
」

(〉
ヨ
。
腎
9。
ロ
。。
{窺

9

冨
陣凶言
ま

蕾
一
>
9
ご
ロ
)

(>
O
>
)
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
採
用

し
て
い
る
二

つ
の
測
定
方
法
を

一
つ
に
合
体

さ
せ
た
方
法

で
あ
る
。

A
D
A
は
、
議
会

の
各
会
期

に
お
け

る
最
も
重
要
と
着
傲
す
少
数

の
係
争
問
題

を
厳
選

し
、

こ
う

し
た
係
争

問
題

に
対
す
る
各
議
員

の
投
票
態
度

を
評
点
す
る
。
そ

の
際
、
す

べ
て
の
投
票

に

つ
い

て
、

A
D
A
の
予

め
規
定
す
る
方
向
で
投
票

し
た
議
員

の
評
点

は
、

一
〇
〇

と
算
定
さ
れ
る
。
逆

に
、
各
投
票

に
つ
い

て
、
A
D
A
の
予
め
規
定
す
る
方
向

で
投
票

し
な
か

っ
た
、
あ

る
い
は
、

こ
れ

に
反
対
し
た
、
議
員

の
評
点
は
、
当

然
、
零

と
な
る
。
A
C
A
の
測
定
方
法
も
、

ほ
ぼ

、

こ
れ
と
同

一
で
あ
る
。
も
と

よ
り
、

A
D
A
評
点

の
上
位
者
が
、
A
C
A
評
点

の
下
位
者

で
あ
る

こ
と
は
、

い
う

を
侯

た
な

い
。

こ
の
逆
も
、
同
じ
で
あ

る
。

ラ
イ
タ
ー
教
授
は
、

一
九
八
四
年

の
会
期

を
と

り
あ
げ
、
上
下
両
院
議
員

の
各

々
に

つ
い
て
、

A
D
A

.
A
C
A
両
評
点

の
結
合
を
試

み
た
。
両
市
民
団
体
は
、

ア

メ
リ
カ
の
政
治

ス
ペ
ク
ト
ル
に
お
け
る
双
極
を
形
づ

く

っ
て
い
る
故
に
、

A
D
A
評
点
と
A
C
A
評
点
を
結
合
す
る
最
も
妥
当
な
方
法

は
、

一
〇
〇

か
ら
二
つ
の
評
点

の
い
ず
れ
か

一
方
を
減
じ
、

こ
れ
と
他
方
と

の
平
均

を
求

め
る

こ
と
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
を
数
式
化

す
る
な
ら
ば
、

〔>
O
>
+
(一8

1
>
0
>
)〕
鳶

と

い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
算

出
さ
れ
た

A
D
A
/
A
C

A
得
点

(〉
])
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0
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ω
8
冨
)
の
高
低

と
、

進
歩
的
な
政
策

・
イ
デ

ナ

ロ
ギ

ー
体
系

の
帯
有
度

の
濃
淡
と
は
、
明

ら
か
に
正
比
例
す
る
。
も
と

よ
り
、

A
D
A

・
A

C
A
の
採
用
す
る
方
法

は
、
各
会
期

に
お
け
る
ご
く
少
数

の
投
票

を
扱
う
に
す
ぎ
す
、
常
任
委
員
会
委
員

の
選
任

に

関
す

る
議
会
活
動

や

一
定

の
係
争
問
題
を
め
ぐ
る

議
会

の
稽
極
的

な
活
動
な
ど

は
、
考
慮

の
対
象

外

に
置

か
れ
る
。
さ
ら
に
、
A
D
A

.
A
C

A
は
、
特
定

の
議
員

の

穀
誉
褒
既

の
た
め
に
、
慎
重

に
、
ま
た
、
意

図
的

に
、
投
票

を
選
別
し
て
い
る
と

い
う
、
手
厳

し

い
指
弾

さ
え
受

け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

ラ
イ

タ
ー
教
授
が
、
A
D

A

・
A
C

A
両
評
点
を
活
用
す
る
所

以
は
、
両
評

点

は
、
最
も
重
要
な
投
票

の
み
を
取
り
扱

っ
て

お
り
、

し
か
も
、
議
員

の
負
荷
す
る
政
策

.
イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
体
系

の

傾
向

を
測
定
す
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基
準
と
し
て
、
広

く
引
証
さ
れ

て

い
る

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

さ
ら
に
、
長

期

に
及

ぶ
議
会

に
お
け
る
投
票
様
態

の
変
遷

の
圧
倒
的
部
分
を
決
定

す

る

の
が

、

ま

さ

し

く

政

策

・
イ
デ

オ

ロ
ギ

!

体

系

と

い

っ
て

よ

い

か

ら

で

あ

る
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衷
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に
明
ら
か
よ
う

に
、
上
下
両
院
議
員

は
、

A
D
A
!
A
C
A
得
点
を
基
準
と
し
て
、
ほ
ぼ
同

数

の
三
集
団

に
分
割

さ
れ
る
。

(国
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寄

ぽ

5
0
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.
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こ

唱
.b。
刈
0
5)

上
下

両
院

の
各

々
に
お
い
て
、
大
多
数

の
共
和
党
議
員

は
、
最
も
保
守
的

で
あ

る
政
治

ス
ペ

ク
ト

ル
の
第
三
区
画

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
他
方
、
民
主
党
議
員
は
、
最
も

進
歩
的
も
第
三
区
画

に
集
中
し
て

い
る
。
南
部
民

主
党
議
員

は
、
中
道
的
地
位

を
占

め
、
北
部
民

主
党
議
員
ほ
、
最
も
進
歩
的
な
第
三
区
画
に
結
集
す
る
。
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上 下 両 院 識 員 のADA/ACA得 点s1984
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こ
う
し
た

一
般
化

の
除
外
例
と
し
て
、

二
大

政
党

間

に
お
け
る
地
域
的
分
割

に
つ
い
て
み
る
な

ら
ば
、

一
九
八
四
年

の
議
会

の
な
か
で
、
最
も
進
歩
的
な
第

三
区
画

に
位
置
づ

け
ら
れ
た
共
和
党
議
員

の
大
部
分
は
、

ニ
ュ
ー
イ

ン
グ

ラ

ン
ド
選
出

の
議

員
で
あ
る
。

ま
た
、
南

部
以
外

に
お
け
る
最
も
保
守
的
な
民
主
党
議
員

は
、
境
界

州
及
び

夢
。
O
お
暮

℃
一巴
蕊

か
ら
選
出
さ
れ
て

い
る
。
南
部
内

に
お
い
て
も
、
最

も
進
歩
的

な
議

員
は
、
深
南
部

(臣
。
U
。Φ
"
曽
信
旨
)
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

ア
ー
カ

ソ
ソ
ー
・

フ

ロ
リ
ダ

、

ケ

ソ
タ

ッ
キ
!
、

テ
ネ

シ
ー
、
そ
し
て
、

テ
キ
サ
ス
な
ど

の
、

い
わ
ゆ
る

周
縁

も
し
く
は
周
辺
南
部
諸
州

(夢
Φ
。。。
-6
四=
Φ
鎚
「ぎ

。H
噂
Φ
H首
げ
Φ同9
一

8
三
竃
ヨ

。・重

窃
)
を
、
選
出
基
盤
と
す
る
。

政
党

別

・
地
域

別
に
よ
る
A
D
A
/

A
C
A
得

点

の
平
均
値

を
求

め
る
な
ら
ば
、
表

7
の
よ
う

に
な
る
。

(国
ピ
.
図
①凶§

層
。
マ

鼻
●も

・培
ド
)
上
下
両
院

に
お
け
る

南
部
民
主
党
議
員
は
、
党
内

の
最
も
保
守
的
な
集

団
と
し
て
、

一
き
わ
人
目
を
惹
く
。

こ
れ

に
反

し
、
北
東

.
極
西
両
部

の
民
主
党
議
員
は
、
最
も
進
歩
的

で
あ
る
。

北
東
部
共
和
党
議

員
は
、
両
院
に
お
け
る
共
和

党

の
最

も
進
歩
的

な
集

団
を
形
づ

く

っ
て
お
り
、

逆

に
、
南
部

.
極
西
両
部
共
和
党
議
員
は
、
最
も
保
守
的
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
北
東
部
及
び
南
東
部
か
ら
選
出
さ
れ
た
民
主

・
共
和
両
党
の
議
員
間
に
お
け
る
政
策

・
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
体
系
の
差
は
、
最
小
で
あ
る
。
民
主

.
共
和
両
党

の
い
ず
れ
を
間
わ
ず
、
北
東
部
選
出
の
上
下
両
院
議
員
は
、
相
対
的
に
、
進
歩
的
で
あ
り
、
南
東
部
選
出
の
議
員
は
、
ま
さ
し
く
、
保
守
的
で
あ
る
。
二
大
政
党
の
上

下
両
院
議
員
間
に
お
け
る
政
策

・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
体
系
の
差
が
最
大
で
あ
る
の
は
、
極
西
部
選
出
の
議
員
で
あ
る
。

以
上
で
あ
る
。
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匂
o胡
①
鴇
頸・民

雷
馨
胡
8
讐
o
℃
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o闘砂二

や
嵩
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な
お
、

一
九
六
五
年
の
投
票
権
法

(<
O
凱
昌
㎝
宛
い管
房
>
9
)
〈ぐ
閑
〉
)
と

一
九
八
一
一年

に
お
け
る
そ
の
修
正
は
、
各
州
が
、
人
種
的
少
数
者
を
差
別
す
る
下
院
議
員

選
挙
区
の
再
区
画
化
を
実
行
す
る
こ
と
を
、
固
く
禁
止
し
て
い
る
。
事
実
、
司
法
省

(夢
①
日蕊
膏
①
∪
㊦
窟
鳥
ヨ
。
暮
)
の
V
R
A
に
関
す
る
解
釈
に
よ
れ
ば
、
下
院
議
員

選
挙
区
に
お
け
る
少
数
人
種
団
体
に
所
属
す
る
投
票
者
の
比
率
は
、
決
し
て
実
質
的
に
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
し
、
逆
に
、
黒
人
も
し
く
は
ス
ペ
イ
ソ
系
人
が
圧
倒

的
多
数
を
構
成
す
る
下
院
議
員
選
挙
区

の
創
出
は
、
積
極
的
に
許
容
さ
れ
る
。

一
九
八
四
年
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
共
和
党
委
員
会
事
件

〔護

珍
凱
署
凶
切
①
麗
窪
$
昌
{8
-

目
目
§
舘

～
守
8
訂
(お
認
)
〕
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
次
の
下
級
審
の
判
決
を
支
持
し
て
い
る
。
過
去
に
人
種
差
別
の
歴
史
を
有
す
る
州
で
は
、
状
況
に
応
じ
、

V
R
A
は
、
黒
人
多
数
者
か
ら
組
織
さ
れ
る
下
院
議
員
選
挙
区
の
造
出
を
、
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
換
書
す
る
な
ら
ば
、
少
数
人
種
団

体
に
所
属
す
る
投
票
者
が
密
集
し
て
い
る
地
域
で
は
、
彼
ら
が
、
当
該
選
挙
区
内

の
投
票
者
の
五
五
%
を
組
成
す
る

一
つ
の
選
挙
区
と
、
彼
ら
が
、
そ
の
三
五
%
を
占

め
る
に
す
ぎ
な
い
も
う

一
つ
の
選
挙
区
の
、
一
一
つ
の
下
院
議
員
選
挙
区
を
造
成
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
彼
ら
が
、
四
五
%
を
占
め
る
二

つ
の
下
院
議
員
選
挙
区
を
並

列
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
、
差
別
的
と
な
る
。
こ
れ
が
、

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
共
和
党
委
員
会
事
件
の
争
点
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
各
州
に
よ
る
下
院
議
員
選
挙
区
再
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区
画
化
の
作
業
は
、
《
一
人

・
一
票
》
原
則
と
V
R
A
の
二
つ
の
司
法
的

・
法
制
的
制
約
に
挾
ま
れ
た
稀
薄
な
空
間
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
形

で
、
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
状
況
に
立
ち
至

っ
て
い
る
。
(即
ζ
.
頃
。歩

。
,

鼻
二
喝
や
b。
O
。。
ゐ
O
ρ
)
げ
ん
に
、

一
九
八
〇
年

の
国
勢
調
査
の
後
、
凡
そ

=

一州
が
、
連
邦
地
区
裁
判
所
の
採
択

し
た
計
画
に
基
づ
く
下
院
議
員
選
挙
区
の
再
区
画
化
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
同
じ
く
、
司
法
省
は
、
少
数
人
種
団
体
の
投
票
権
を
保
護
す
る
た
め
に
、

一
定

の
州
に
お

い
て
提
案
さ
れ
た
選
挙
区

の
変
更
計
画
を
予
め
審
査
し
得
る
と
す
る
V
R
A
に
よ

っ
て
付
与
さ
れ
た
権
限
の
下
に
、
九
州
の
下
院
議
員
選
挙
区
再
区
画
化
案
を
、
拒
絶

し

た

の

で
あ

る

。
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け
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治
体
系
の
孤
児
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一
九
八
〇
年

の
国
勢
調
査

の
結
果
、

ニ
ュ
ー

ジ

ャ
ー
ジ
ー
州

に
配
分

さ
れ
た
下
院
議
員
は
、

一
五
名
よ
り

一
四
名

へ
と
、

一
名
減
少
す
る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ
こ
で
、

民
主
党
支
配
下

の
州

立
法
部
は
、

こ
れ
を
受
け

て
、
下
院
議
員
選
挙
区

の
再
区
画
化
に
着
手
し
、

民
主
党
優
位

の
選
挙
区
九
、
共
和
党
優
位

の
選
挙
区
五
を
、
造
形
す

る

こ
と
に
成
功
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
当
該
州

選
出
の
共
和
党
議
員
は
、

共
和
党

に
不
利
な
選
挙

区
再
区
画
化
を
不
当
と
し
、
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
す

る
に
至

っ
た
。

そ
し
て
、
究
極

に
お

い
て
、
最
高
裁
判
所

は
、

一
九

八
三
年

に
、
共
和
党
議
員

の
主
張
を
認

め
、

五
対

四
の
比
率

で
、

ニ
ュ
ー
ジ

ャ
ー
ジ
ー
州

の
選
挙
区
再
区
画
化
を
、

違
憲
と
判
断
し
た
。

こ
れ
が
、

カ
ー
チ

ャ
ー
事

件
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葭
。訂
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。q無
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8
N
d
砕

刈
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(
窃
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ω
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〕

で
あ
る
。

そ

の
違
憲

の
根
拠

は
、
各
選
挙
区
ご
と

の
人

口
の

偏
差

で
あ

る
。
そ

の
偏
差

は
、
当
該
州
に
お
け

る
下
院
議
員
選
挙
区

の
平
均
人

口
か
ら
の
僅

か
○

・
七
%

の
逸
脱
で
あ
る
。
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詳
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掲
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